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清
代
官
僚
制
下
に
お
け
る
考
成
と
榔
移
の
闘
係

哉

野

達

は

じ

め

に

一
考
成
の
賓
施
と
榔
移
の
盛
行

(
二
考
成
の
賓
施
と
榔
移

つ
己
経
徴
・
帯
徴
・
接
徴

(
三
)
榔
移
の
行
わ
れ
る
場

二
考
成
の
運
用
構
造

(
一
)
榔
新
掩
奮
の
存
在
形
態

つ
己
考
成
の
、
運
用
と
官
僚
制

お

わ

り

に

lま

じ

め

347 

清
代
に
は
、
考
成
(
案
件
を
期
限
通
り
に
完
遂
で
き
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
官
僚
に
褒
賞
や
庭
分
を
奥
え
る
制
度
)
が
銭
糧
徴
収
に
順
次
適
用
さ
れ
、

こ
れ
に
伴
っ
て
州
牒
は
銭
糧
全
額
の
催
徴
を
義
務
付
け
ら
れ
た
上
に
、
不
足
を
出
し
た
場
合
に
は
、
革
職
・
降
格
を
含
む
巌
し
い
庭
分
を
課
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
年
度
の
銭
糧
徴
収
額
(
経
徴
)
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
年
度
の
未
収
額
の
徴
収

(
I
)
 

(
帯
徴
)
ま
で
義
務
付
け
ら
れ
た
た
め
に
、
州
牒
は
過
重
な
徴
税
業
務
の
負
捨
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

清
代
に
は
、
こ
の
よ
う
に
考
成
が
強
化
さ
れ
、
州
燃
に
銭
糧
催
徴
業
務
の
過
大
な
負
捨
が
課
せ
ら
れ
て
ゆ
く
趨
勢
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
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一
方
で
、
考
成
の
強
化
に
表
裏
す
る
動
き
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
榔
移
(
別
の
用
途
に
銭
糧
を
流
用
す
る
こ
と
)
の
盛
行
で
あ

(
2
)
 

る
。
考
成
と
都
移
の
係
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
考
成
で
由
処
分
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
た
め
に
都
移
が
止
ま
な
く
な
っ
た
と
い
う

(
3
)
 

説
明
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
成
と
榔
移
の
関
係
を
制
度
の
運
用
面
に
却
し
て
見
た

と
き
、
こ
う
し
た
指
摘
だ
け
で
問
題
を
十
分
に
捉
え
き
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

考
成
と
は
、
案
件
遂
行
を
達
成
で
き
た
か
否
か
に
よ
っ
て
官
僚
に
賞
罰
を
課
し
、
中
央
政
府
の
指
示
を
地
方
ま
で
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
、

(
4
)
 

中
央
統
制
・
客
観
指
標
・
賓
績
主
義
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
考
成
の
こ
う
し
た
性
格
に
封
し
、
従
来
の
研
究
で
主
に
問
題
と
さ
れ

(
5
)
 

た
の
は
、
考
成
法
に
賓
放
性
が
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
黙
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
考
成
を
通
じ
中
央
政
府
の
意
志
を
地
方
ま
で
徹
底
さ
せ
よ

う
と
す
る
集
権
を
目
指
し
た
動
き
と
、
貰
際
に
地
方
で
そ
の
推
進
に
首
た
る
現
場
の
動
き
を
讐
方
か
ら
捉
え
る
と
き
、
考
成
法
に
賓
放
性
が
あ

っ
た
の
か
と
い
う
評
慣
軸
よ
り
も
、
こ
の
こ
と
が
清
代
官
僚
制
に
い
か
な
る
性
格
を
帯
び
さ
せ
た
の
か
と
い
う
酷
こ
そ
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
考
成
法
の
浸
透
が
、
清
代
官
僚
制
の
特
質
を
知
る
上
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
が
、
こ
こ
で
は
検
討
す
べ
き
課
題
と
な

る
こ
の
小
論
で
は
、
官
僚
制
の
運
用
上
の
問
題
か
ら
、
考
成
・
榔
移
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。
考
成
の
最
し
い
規
則
を
挺
子
に
し
て
地

方
に
封
し
銭
糧
催
徴
が
督
同
糊
さ
れ
る
一
方
で
、
州
牒
に
代
表
さ
れ
る
徴
税
の
現
場
で
は
、
柔
軟
に
制
度
を
運
用
し
て
由
処
理
し
よ
う
と
す
る
動
き

が
む
し
ろ
見
ら
れ
た
。
考
成
で
定
め
ら
れ
た
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
過
程
で
、
州
牒
は
考
成
を
ど
の
よ
う
な
方
式
で
受
け
容
れ
、
持
績
的
に
業
務

の
遂
行
を
捨
え
る
よ
う
に
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
軸
に
し
て
、
考
成
の
法
規
と
運
用
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
か
ら
事
態
の
展
開
を
辿
っ
て
ゆ
く
こ

と
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
、
清
代
の
官
僚
制
運
用
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
6
)
 

榔
移
と
は
「
清
律
」
「
庭
分
則
例
」
に
も
禁
止
規
定
を
持
つ
不
法
行
潟
で
、
大
き
く
二
つ
の
形
態
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
銭
糧
の
あ
る
項

日
を
使
っ
て
別
の
項
目
に
流
用
す
る
形
態
で
あ
り
、
第
二
は
新
年
度
に
徴
収
し
た
銭
糧
で
荏
百
年
度
の
銭
糧
不
足
額
の
穴
埋
め
に
回
す
「
郷
新
掩

(
7
)
 

奮
」
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
考
成
が
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
、
こ
れ
に
表
裏
し
て
郷
移
の
ど
う
い
う
形
態
が
盛
ん
に
な
っ
た
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の
か
、
ま
た
、
考
成
の
浸
透
と
こ
う
し
た
都
移
が
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
っ
た
の
か
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
次
い
で
、
那
移
が
財
政
課

題
を
柔
軟
に
解
決
す
る
働
き
を
果
た
し
て
い
た
酷
を
明
確
に
し
、
肯
定
的
な
面
か
ら
行
政
運
管
の
中
に
捉
え
直
す
こ
と
に
す
る
。

第
二
章
で
は
、
羅
正
時
代
に
お
け
る
考
成
と
榔
移
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
議
や
、
奏
錯
の
折
に
上
呈
さ
れ
た
徴
税
成
績
の
報
告
な
ど
の
分
析

を
踏
ま
え
、
考
成
・
榔
移
の
そ
れ
ぞ
れ
が
官
僚
制
運
用
の
過
程
に
占
め
た
位
相
に
つ
い
て
、
郷
新
掩
奮
の
形
態
を
主
な
例
に
し
て
検
討
を
加
え

る
。
こ
こ
か
ら
、
考
成
賓
施
の
過
程
に
那
移
行
矯
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
問
題
を
調
節
・
解
決
す
る
と
い
う
方
式
が
明
ら
か
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
考
成
と
郷
移
の
関
係
を
主
に
制
度
運
用
の
側
面
か
ら
、
清
代
官
僚
制
の
構
造
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
目
指

(
8
)
 

し
て
ゆ
き
た
い
。

考
成
の
貰
施
と
榔
移
の
盛
行

f¥  

一
'--' 

考
成
の
賓
施
と
榔
移

(
9
)
 

清
初
に
は
、
中
央
各
部
土
寸
が
財
政
上
濁
立
し
、
必
要
と
す
る
各
項
の
銭
糧
を
分
捨
し
て
催
牧
す
る
瞳
制
が
取
ら
れ
て
お
り
、
州
牒
か
ら
迭
上

さ
れ
て
く
る
銭
糧
は
、
戸
部
項
下
・
瞳
部
項
下
・
工
部
項
下
・
兵
銅
項
下
の
祝
日
を
含
め
、

(
刊
)

に
な
っ
て
い
た
。

二
O
Oを
越
え
る
数
に
達
す
る
と
い
わ
れ
る
ま
で

考
成
の
導
入
に
よ
っ
て
、
州
鯨
は
こ
う
し
た
膨
大
な
銭
糧
そ
れ
ぞ
れ
に
催
徴
の
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
順
治
二
一
年

(
一
六
五
五
)
、
江
西
巡
撫
の
察
士
英
は
、
考
成
で
催
徴
を
義
務
付
け
ら
れ
た
祝
日
が
き
わ
め
て
多
く
、
州
牒
で
は
銭
糧
の
各
項
に
徴
牧
不
足
を

出
す
と
、
そ
の
数
だ
け
庭
分
を
課
さ
れ
る
こ
と
が
弊
害
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
在
、
吏
部
・
総
督
の
苔
に
よ
れ
ば
、
工
部
料
債
銀
の
未
完
の
額
数
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
降
格
の
庭
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
降
俸
・

349 

罰
俸
を
受
け
る
以
外
に
、
降
級
調
用
に
相
官
す
る
者
が
、
正
官
三

O
員
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
江
西
省
は
こ
の
ま
ま
で
は
州
牒
職
の
竿
分
が
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空
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
州
牒
官
す
べ
て
に
催
科
の
能
力
が
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
そ
も
そ
も
こ
れ
は
、

中
央
各
部
所
属
の
銭
糧
項
目
が
甚
だ
繁
多
な
上
に
、
大
計
三
一
年
に
一
度
の
地
方
官
の
成
績
査
定
)
を
賓
施
す
る
年
度
に
嘗
た
っ
て
い
た
せ

い
で
、

一
つ
一
つ
を
完
備
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
(
『
治
安
文
献
』
巻
一
、
銭
糧
部
、
公
徴
、
江
西
巡
撫
察
士
英
、
留

降
調
印
官
徴
糧
牌
)

こ
の
と
き
考
成
が
規
定
通
り
に
適
用
さ
れ
る
と
、
江
西
省
で
は
、
工
部
料
債
銀
の
未
完
で
全
瞳
の
字
数
に
首
た
る
三

O
人
も
の
州
牒
官
が
、
降

級
調
用
(
降
格
の
上
に
異
動
)
に
い
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
州
鯨
官
が
一
斉
に
離
任
し
て
不
在
に
な
る

(
日
)

と
、
州
牒
業
務
に
支
障
を
来
た
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
留
任
が
許
さ
れ
る
よ
う
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
量
の
知
牒
が
考
成
を
通
じ
て
更
迭
さ
れ
る
の
を
回
避
し
、
職
に
留
ま
れ
る
手
立
て
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
貼
に
、
こ
こ
で

は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
州
牒
に
針
し
て
膨
大
な
数
日
の
銭
糧
を
催
徴
・
上
供
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
た
こ
と
は
、
首
面
の
必
要
を
し
の
ぐ
目

的
か
ら
郷
移
を
行
っ
て
、
税
目
を
流
用
し
よ
う
と
す
る
機
舎
の
方
も
増
大
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
州
豚
で
は
、
考
成
に
よ
っ
て
巌
し
い
督
促
を
受
け
た
銭
糧
は
徴
牧
・
上
供
に
闘
む
の
に
針
し
、
考
成
が
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、

(
立
)

課
さ
れ
て
い
て
も
義
務
の
緩
い
銭
糧
に
な
る
と
、
徴
牧
・
上
供
を
怠
る
と
い
う
弊
害
が
起
こ
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
裏

で
は
、
榔
移
を
頻
繁
に
行
う
手
法
が
多
用
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
頻
出
さ
せ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
も
こ
れ
に
加
え
て
、
考
成
で
も
っ
と
も
最
格
に
催
牧
を
求
め
ら
れ
た
は
ず
の
中
央
各
部
所
属
の
銭
糧
で
あ
っ
て
も
、
州
懸
か
ら
上
供
に

目
さ
れ
る
段
階
で
、
戸
部
・
兵
部
・
瞳
部
・
工
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
聞
で
、
徴
収
達
成
の
度
合
い
に
し
ば
し
ば
差
達
が
見
ら
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

臣
の
査
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
各
部
の
考
成
は
慮
分
の
軽
重
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
な
く
、
各
項
の
銭
糧
は
全
完
・
未
完
の
数
が
た
が
い
に
異

な
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
税
期
間
ご
と
に
税
数
を
査
べ
た
上
で
算
出
し
、
冊
籍
内
の
各
項
目
の
下
に
注
記
し
て
、
各
部
に
報
告

十
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し
審
査
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
江
南
・
江
西
省
所
属
の
各
官
の
完
徴
額
・
未
徴
額
を
、
各
部
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
列
記
し
た
と
こ
ろ
、
あ

る
部
は
全
完
な
の
に
別
の
部
は
未
完
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
部
は
徴
牧
額
が
多
い
の
に
別
の
部
は
未
徴
額
が
多
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。

臣
は
す
べ
て
を
算
出
し
て
、
各
部
ご
と
に
考
成
法
を
も
と
に
注
記
し
、
珊
籍
内
に
褒
賞
を
受
け
る
べ
き
者
、
降
罰
を
受
け
る
べ
き
者
を
載

せ
た
上
で
、
各
部
に
よ
る
議
覆
を
待
つ
も
の
と
す
る
0

(

『
明
清
槍
案
」
第
一
入
所
、
A
一
八
四
一
二
、
順
治
一

O
年
一
一
月
二
四
日
、
江
南
江

西
総
督
馬
図
柱
、
題
報
江
南
銭
糧
完
欠
考
成
並
革
職
際
官
通
欠
全
完
請
准
開
復
)

州
牒
が
銭
糧
徴
牧
に
不
足
を
出
し
た
場
合
に
受
け
る
慮
分
は
、
戸
部
・
兵
部
所
属
の
銭
糧
は
、
未
完
一
分
で
罰
俸
六
カ
月
、
未
完
二
分
で
罰
俸

一
年
、
未
完
三
分
で
降
俸
一
級
、
未
完
四
分
で
降
俸
一
一
級
、
未
完
五
分
で
降
職
一
級
、
未
完
六
分
で
降
職
二
級
、
未
完
七
分
で
降
職
三
級
、
未

完
八
分
で
降
職
四
級
で
あ
る
の
に
封
し
、
曜
部
・
工
部
所
属
の
銭
糧
は
、
州
牒
は
未
完
一
分
で
降
俸
一
級
、
未
完
二
分
で
降
俸
一
一
級
、
未
完
三

分
で
降
俸
三
級
、
未
完
四
分
で
は
降
職
一
級
、
未
完
五
分
で
降
職
二
級
、
未
完
六
分
で
降
職
三
級
、
未
完
七
分
で
降
職
四
級
、
未
完
八
分
で
降

(

V

H

)

 

職
五
級
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
戸
部
・
兵
部
所
属
の
税
項
に
比
べ
て
慮
分
が
や
や
最
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
考
成
が
適
用
さ
れ
銭

糧
が
上
供
に
因
さ
れ
る
段
階
で
、
州
牒
で
は
首
然
な
が
ら
、
ど
の
項
目
の
銭
糧
に
不
足
を
出
し
た
ら
、
ど
れ
く
ら
い
の
庭
分
が
課
さ
れ
る
の
か

を
算
定
し
て
郷
移
を
行
い
、
各
項
の
税
目
の
聞
で
流
用
し
合
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
態
も
、
州
牒
が
上
供
を
課
さ
れ
た
税
目

の
数
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
結
果
と
し
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
康
照
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
銭
糧
を
流
用
し
て
別
の
項
目
の
穴
埋
め
に
回
す
榔
移
の
形
態
が
盛
行
し
て
い
っ
た
。
康
照
二
年

(
一
六
六
三
)
の
呉
国
龍
の
上
疏
に
あ
る
、
「
中
央
各
部
土
寸
が
銭
糧
を
分
捨
し
て
催
牧
す
る
た
め
に
、
銭
糧
の
項
目
が
繁
多
に
な
っ
て
稽
査
が
及

(
日
)

ば
ず
、
榔
移
の
弊
害
を
倍
増
さ
せ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
う
し
た
事
賓
を
裏
付
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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康
回
一
一
一
年
(
一
六
六
三
)
、
中
央
各
部
寺
が
銭
糧
を
分
放
す
る
そ
れ
ま
で
の
樫
制
が
改
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
各
項
の
銭
糧
を
一
括
し
て
地
丁
銭
糧

(
日
)

と
稽
し
た
上
で
考
成
を
課
し
、
戸
部
の
催
牧
に
す
べ
て
を
蹄
す
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
注
音
、
山
を
要
す
る
の
は
、
榔
移
の
弊
害
を
改

(
汀
)

め
る
べ
き
こ
と
が
そ
の
目
頭
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
賄
で
あ
る
。
考
成
と
郷
移
の
闘
係
か
ら
こ
れ
を
評
慣
す
る
と
、
中
央
各
部
寺
に
所
属
す
る
多
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く
の
銭
糧
を
地
丁
銭
糧
の
中
に
一
括
し
て
迭
付
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
州
牒
に
お
い
て
帳
簿
の
上
で
税
目
の
移
し
換
え
が
行

な
わ
れ
、
那
移
に
よ
る
流
用
が
可
能
と
な
る
絵
地
を
狭
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
考
成
が
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
あ
わ
せ
て
、
榔
移
の
あ
り
方
も
饗
化
し
て
ゆ
く
貼
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
次
節

で
は
、
そ
れ
に
伴
い
、
銭
糧
の
あ
る
項
目
を
別
の
項
目
に
充
て
る
郷
移
の
形
態
と
と
も
に
、
新
年
度
の
銭
糧
を
荏
百
年
度
の
欠
損
の
埋
め
合
わ
せ

に
流
用
す
る
「
榔
新
掩
奮
」
と
い
う
榔
移
の
形
態
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
動
き
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

/♂「¥

¥-./ 

経
徴
・
帯
徴
・
接
徴

考
成
が
銭
糧
徴
収
に
適
用
さ
れ
る
過
程
で
、
州
牒
に
と
く
に
過
重
な
負
携
を
強
い
た
の
が
、
経
徴
(
そ
の
年
度
の
徴
税
)
の
み
な
ら
ず
、
奮
徴

接
徴
(
前
任
者
か
ら
引
き
継
い
だ
未
収
分
の
徴
税
)
・
帯
徴
(
過
去
の
年
度
の
未
枚
分
の
徴
税
)
の
負
捨
ま
で
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
じ

っ
さ
い
知
将
が
赴
任
し
た
と
き
に
、
前
任
者
か
ら
引
き
繕
い
だ
未
徴
分
の
銭
糧
を
庭
理
で
き
る
目
途
が
立
て
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
年
度
は
、

徴
税
業
務
は
比
較
的
容
易
に
な
る
と
説
く
宜
歳
書
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
着
任
し
た
の
が
八
月
・
九
月
以
後
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
「
残
年
銭
糧
」
と
い
う
。
署
理
(
臨
時
代
理
)
の
官
が
銭
糧
を
完
徴

し
よ
う
と
し
た
の
に
緊
要
の
正
項
も
ま
だ
完
済
で
き
ず
、
私
が
到
着
し
た
後
に
銭
糧
を
残
し
て
ゆ
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
項
目
が
も

っ
と
も
庭
理
し
が
た
い
が
、
軽
々
に
吏
書
の
言
葉
を
信
じ
、
次
年
度
の
銀
雨
を
支
用
し
て
そ
の
納
付
に
充
て
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

項
目
の
銭
糧
が
何
れ
の
年
に
何
れ
の
項
目
か
ら
借
用
し
た
も
の
な
の
か
詳
細
に
査
べ
、
そ
の
年
の
欠
損
分
を
査
べ
て
法
を
設
け
て
追
納
す

べ
き
で
あ
る
。
お
よ
そ
州
牒
官
が
苦
労
す
る
の
は
一
年
目
に
あ
る
。
も
し
耐
え
忍
ん
で
賠
填
に
鹿
じ
、
ま
た
細
心
に
補
填
す
れ
ば
、

年

目
に
は
庭
理
し
が
た
い
こ
と
は
な
い
も
の
だ
。
(
『
政
向
学
録
」
虫
色
三
、
残
年
銭
糧
)

(
国
)

知
牒
が
そ
の
任
期
を
全
う
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
接
徴
・
帯
徴
の
負
捨
を
い
か
に
慮
理
し
う
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
面
が
大
き
か
っ
た
。
こ
れ

は
逆
に
い
え
ば
、
知
牒
が
奮
糧
の
未
徴
に
よ
っ
て
降
格
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
が
頻
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
宮
崎
一
市
氏
の
研
究
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の
中
に
も
具
瞳
的
な
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
康
照
二
年
(
一
六
六
三
)
、
都
察
院
左
都
御
史
の
襲
鼎
撃
の
上
疏
に
よ
れ
ば
、
新
奮
の
銭
糧

(
叩
)

催
牧
を
あ
わ
せ
て
課
せ
ら
れ
た
た
め
、
知
将
は
庭
分
を
克
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
し
、
康
照
四
年
(
一
六
六
五
)
、
街
江
総
督
の
趨(

初
)

廷
臣
の
上
疏
に
よ
れ
ば
、
経
徴
を
全
完
し
で
も
帯
徴
の
未
完
の
た
め
、
知
牒
が
降
格
・
草
職
に
あ
う
ケ
1
ス
が
頻
繁
に
起
こ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

康
照
時
代
初
年
に
か
け
て
、
考
成
強
化
の
方
針
は
接
徴
・
帯
徴
の
面
に
も
及
ん
で
ゆ
き
、
知
牒
は
、
前
年
度
の
未
徴
分
の
銭
糧
を
一
年
間
の

期
限
以
内
に
完
徴
で
き
な
け
れ
ば
、
降
格
・
革
職
を
含
む
最
し
い
庭
分
を
受
け
た
。
順
治
一
八
年
(
一
六
六
二
に
は
、
州
牒
官
は
、
も
と
の

(
引
)

未
徴
が
三
・
四
分
で
期
限
内
に
全
完
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
降
四
級
調
用
に
落
と
す
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
康
照
二
年
(
一
六
六
三
)

二
分
な
ら
ば
降
四
級
調
用
、
三
分
な
ら
ば
降
五
級

(
泣
)

調
用
に
降
格
さ
れ
る
上
に
、
も
と
の
未
徴
額
が
四
分
で
あ
れ
ば
革
職
に
至
る
と
ま
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
任
の
知
牒
で
あ
れ
ば
、
新
糧

に
な
る
と
、
も
と
の
未
徴
が
不
及
一
分
な
ら
ば
降
一
級
調
用
、

一
分
な
ら
ば
降
三
級
調
用
、

の
徴
牧
に
も
困
難
を
伴
う
と
こ
ろ
に
、
前
任
者
か
ら
引
き
継
い
だ
奮
糧
を
全
完
で
き
な
い
責
任
を
問
わ
れ
、
降
格
・
草
職
さ
れ
る
事
態
が
頻
出

し
た
と
い
う
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

清
代
の
江
南
地
方
で
は
、
長
期
に
わ
た
る
銭
糧
未
納
問
題
(
積
欠
問
題
)
が
蔓
延
し
て
お
り
、
と
く
に
深
刻
な
賦
態
に
な
っ
て
い
た
。
考
成

を
規
則
通
り
に
適
用
す
る
と
、
大
量
の
知
牒
が
新
奮
の
銭
糧
徴
収
を
達
成
で
き
な
い
ま
ま
離
職
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
聞
に
、
州
牒
業

務
の
固
滑
な
庭
理
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
考
成
を
用
い
て
州
牒
に
銭
糧
徴
牧
を
催
促
し
て
ゆ
く
方
針

を
掲
げ
る
一
方
で
、
多
数
の
知
牒
が
降
格
・
革
職
さ
れ
ず
に
す
む
手
立
て
も
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
成
賓
施
に
件
、
っ
問
題
貼
を
指
摘
し
、
考
成
で
定
め
ら
れ
た
罰
則
を
緩
め
よ
う
と
す
る
動
き
は
あ
っ
て
も
、
多
く

が
銭
糧
を
完
済
す
る
ま
で
の
期
限
を
一
年
か
ら
二
年
延
ば
し
、
問
題
解
決
ま
で
の
期
聞
を
先
迭
り
す
る
だ
け
の
も
の
に
止
ま
っ
た
。
康
照
三
四

年
(
一
六
九
五
)
、
江
南
江
西
総
督
の
泊
承
動
が
上
疏
し
て
、
知
豚
が
赴
任
し
て
き
た
後
に
、
前
任
か
ら
引
き
継
い
だ
接
徴
分
に
限
つ
て
は
催
牧

353 

に
不
足
を
出
し
て
も
降
格
と
は
せ
ず
に
、
降
級
留
任
と
し
て
そ
の
職
に
留
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
戸
部
の
反
封
に
遭
い
阻
止
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(
お
)

さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
清
の
中
央
政
府
は
そ
れ
よ
り
も
、
考
成
法
を
挺
子
に
し
て
、
銭
糧
の
接
徴
で
あ
っ
て
も
最
格
に
督
促
し
て
ゆ
く
立

場
を
優
先
し
績
け
た
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
康
照
四
四
年
(
一
七
O
五
)
の
五
月
に
は
、
江
寧
巡
撫
の
宋
壁
が
、
蘇
州
・
松
江
・
常
州
・
鎮
江
府
な
ど
税
糧
負
捨
の
過
重
な
重

賦
の
地
方
を
念
頭
に
置
い
て
、
考
成
で
課
さ
れ
た
接
徴
庭
分
の
一
部
を
緩
和
し
、
知
牒
を
降
級
と
し
た
上
で
留
任
さ
せ
る
よ
う
に
求
め
て
上
疏

し
た
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
結
局
、
奮
欠
銭
糧
の
催
牧
に
首
た
れ
る
期
間
を
、

さ
ら
に
一
年
延
ば
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
だ
け
に
止
ま
っ
て

い
る
。

臣
の
査
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
蘇
・
松
・
常
・
鎮
四
府
下
の
州
牒
は
、
税
糧
が
繁
多
で
重
く
、
年
来
、
定
額
通
り
に
催
取
で
き
た
た
め
し
が

な
い
。
地
丁
銀
に
つ
い
て
は
康
照
三
七
年
以
後
す
べ
て
の
年
度
に
欠
損
が
あ
る
し
、
漕
糧
に
つ
い
て
は
康
照
三
四
年
か
ら
現
在
ま
で
一

年
間
ず
っ
と
、
新
糧
と
奮
糧
を
あ
わ
せ
て
徴
牧
し
て
い
る
賦
態
で
あ
る
。
定
例
で
は
、
地
丁
・
漕
糧
の
件
で
未
完
一
・
二
分
の
慮
分
を
受

け
た
州
牒
官
は
、
期
限
内
に
全
完
で
き
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
降
級
調
用
に
庭
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
現
任
の
州
牒
官

は
激
務
の
地
方
に
あ
っ
て
、
現
年
銭
糧
の
催
徴
に
も
ゆ
と
り
が
な
い
所
に
、
前
任
の
者
が
残
し
た
欠
損
を
民
は
完
納
す
る
だ
け
の
力
が
な

い
の
で
、
着
任
の
後
二
年
ば
か
り
で
降
格
・
革
職
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
(
中
略
)
そ
の
年
度
に
徴
牧
す
べ
き
経
徴
の
地
丁
・
漕

糧
を
、
毎
年
の
奏
鈎
・
案
件
庭
理
の
期
間
内
に
お
い
て
九
分
以
上
催
徴
し
て
い
る
者
は
、
催
科
に
力
を
蓋
く
し
て
い
る
と
い
え
る
。
も
し

前
任
の
奮
欠
接
徴
を
捨
首
し
、
底
分
の
期
限
が
来
た
時
に
全
完
で
き
て
い
な
く
て
も
、
怠
慢
で
あ
っ
た
謹
で
は
な
い
の
で
降
級
留
任
と
し

て
、
調
用
を
克
じ
ら
れ
る
よ
う
許
可
さ
れ
た
い
。
(
『
西
阪
類
稿
』
巻
三
七
、
酌
議
経
徴
接
徴
庭
分
疏
)

知
牒
は
現
年
の
銭
糧
の
み
な
ら
ず
、
奮
年
の
銭
糧
催
都
に
も
苦
し
め
ら
れ
、
蘇
・
松
・
常
・
鎮
四
府
下
の
場
合
に
は
赴
任
の
後
わ
ず
か
二
年
で
、

奮
徴
の
未
完
を
理
由
に
降
格
・
革
職
さ
れ
て
し
ま
う
ケ
l
ス
が
績
出
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
宋
壁
が
求
め
た
の
は
、
知
牒
が
現
年
の
銭
糧
徴

取
を
九
分
以
上
達
成
し
て
い
れ
ば
催
科
の
努
力
を
認
め
、
前
任
か
ら
引
き
継
い
だ
接
徴
分
に
つ
い
て
は
未
完
を
出
し
て
も
降
級
調
用
と
せ
ず
、

職
に
残
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
宋
壁
は
江
南
江
西
総
督
・
漕
運
総
督
と
と
も
に
題
本
と
し
て
呈
出
す
る
の
と
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あ
わ
せ
て
、
同
じ
内
容
の
奏
摺
を
作
製
し
て
康
照
帝
に
も
呈
上
し
て
い
る
。
皇
帝
の
音
、
山
向
を
事
前
に
探
っ
た
上
で
、
賓
現
に
向
け
て
後
押
し
し

(
お
)

て
く
れ
る
よ
う
に
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
周
到
な
手
順
を
踏
ん
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
康
照
四
四
年
(
一
七
O
五
)
の
八
月
に
、
清
中
央
政
府
の
合
同
議
を
経
た
結
果
、
宋
筆
ら
の
主
張
を
退
け
る
こ
と
が
正
式
に
決
定

さ
れ
た
。
接
徴
と
い
う
前
任
か
ら
引
き
継
い
だ
未
牧
額
で
さ
え
も
、
州
牒
官
が
降
級
調
用
の
底
分
を
克
じ
ら
れ
る
と
、
催
科
を
怠
り
業
務
を
滞

(
お
)

ら
せ
る
恐
れ
が
あ
る
の
を
理
由
に
、
催
徴
に
首
た
れ
る
期
間
を
さ
ら
に
一
年
間
だ
け
延
ば
す
こ
と
が
認
可
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
考
成
で
課
せ
ら
れ
た
法
規
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
そ
の
ま
ま
賓
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
多
く
は
問
題
を
解
決
す
る
ま
で
の

期
間
を
先
延
ば
し
に
す
る
だ
け
の
成
果
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
州
牒
で
は
、
同
じ
く
問
題
の
庭
理
を
先
迭
り
に
す

る
と
い
う
貼
で
い
え
ば
、
新
年
度
の
銭
糧
を
奮
年
度
の
欠
損
分
に
流
用
し
て
そ
の
場
を
し
の
ぐ
こ
と
で
、
古
座
の
解
決
と
し
よ
う
と
す
る
動
き

|
|
榔
新
掩
奮
の
動
き
の
方
が
む
し
ろ
進
展
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
考
成
と
郷
移
が
案
件
庭
理
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
た
の
か
、
そ
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
が
課
題
と
な
っ

て
く
る
。
た
だ
し
そ
の
前
に
、
こ
う
し
た
榔
移
を
行
政
運
管
の
過
程
に
ど
う
位
置
付
け
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

r-¥ 

一
) 

郷
移
の
行
わ
れ
る
場

清
代
の
地
方
で
は
、
銭
糧
催
徴
業
務
を
始
め
る
に
首
た
っ
て
、
京
庫
へ
の
上
供
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
起
解
の
額
を
「
急
項
」
と
し
て
優
先
し

(
幻
)

て
送
付
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
州
鯨
に
留
め
て
俸
給
・
工
食
・
雑
費
な
ど
に
支
用
さ
れ
る
存
留
の
額
に
つ
い
て
は
、

(
お
)

「
緩
項
」
に
首
た
る
た
め
に
、
催
徴
・
支
給
に
遅
れ
が
出
て
も
よ
い
と
す
る
の
が
、
昔
話
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、

355 

起
解
に
充
て
る
項
目
で
も
、
軍
費
の
面
で
は
、
他
省
の
支
援
に
迭
る
協
鯛
を
そ
の
省
で
支
給
す
る
兵
鯛
よ
り
も
優
先
し
、
部
課
の
面
で
は
、
織

(
鈎
)

造
街
門
の
統
費
に
迭
る
銀
雨
を
河
工
銀
よ
り
も
優
先
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
中
は
さ
ら
に
緊
要
な
項
目
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
存
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356 

留
経
費
に
充
て
る
緩
項
の
敦
日
で
も
、
布
政
使
庫
へ
の
迭
納
を
指
示
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
急
項
と
し
て
催
徴
に
首
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
合

(
却
)

も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
州
牒
で
は
、
起
解
額
を
は
じ
め
と
す
る
迭
付
を
優
先
す
べ
き
数
日
を
捻
出
す
る
必
要
か
ら
、
他
の
項
目
に
充
て
る
べ
き
経
費
ま
で
、

(
況
)

そ
の
埋
め
合
わ
せ
に
流
用
し
て
し
ま
う
の
が
不
可
避
な
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
郷
移
と
は
、
「
清
律
」
に
杖
一
百
・
流
三
千
里
に
至
る
庭
罰
を

(
沼
)

科
す
と
あ
る
よ
う
に
、
摘
護
さ
れ
れ
ば
慮
罰
の
封
象
と
も
な
る
不
法
行
員
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
榔
移
が
行
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

行
政
運
用
の
側
面
か
ら
そ
の
有
用
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
、
首
初
の
段
階
か
ら
敢
多
く
存
在
し
て
い
る
。

康
照
時
代
初
頭
に
湖
江
布
政
使
を
務
め
た
衰
一
相
の
指
摘
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
も
そ
も
榔
移
の
一
件
と
は
、
此
方
の
項
目
を
彼
方
の
項
目
に
流
用
し
、
此
方
の
年
度
を
彼
方
の
年
度
に
流
用
す
る
も
の
で
、
公
金
を
横

領
す
る
と
い
う
不
正
で
は
な
い
。
大
清
律
を
調
べ
る
と
、
「
凡
そ
那
移
し
て
出
納
し
還
お
官
用
に
充
つ
る
者
は
、
並
び
に
臓
を
計
え
て
監

守
白
盗
を
以
っ
て
論
じ
、
杖
一
百
・
流
三
千
里
と
し
て
刺
を
克
ず
。
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
官
で
用
い
る
銭
糧
に
充
骨
回
し
た
の
に
、
こ
れ

ほ
ど
最
し
く
慮
罰
す
る
の
は
、
銭
糧
の
侵
欺
は
す
べ
て
郷
移
を
原
因
と
し
て
起
こ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
け
れ
ど
も
、
兵
銅
が

緊
急
で
あ
れ
ば
兵
舗
を
迭
り
、
協
銅
が
緊
急
で
あ
れ
ば
協
飼
を
迭
り
、
漕
項
が
緊
急
で
あ
れ
ば
漕
項
を
迭
り
、
各
部
寺
に
起
運
す
る
銭
糧

が
緊
急
で
あ
れ
ば
、
各
部
寺
に
起
運
す
る
銭
糧
を
迭
り
、
あ
る
い
は
大
軍
が
通
過
・
駐
留
し
軍
機
が
緊
急
で
あ
れ
ば
軍
需
を
迭
る
。
こ
れ

ら
は
皆
な
緩
急
を
見
て
融
通
す
る
も
の
で
、

や
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
(
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
二
九
、
戸
政
四
、
賦
役
一
、
表
一
相
、

一
候
鞭
議
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
兵
銅
・
協
銅
・
漕
糧
・
各
部
寺
に
起
運
す
べ
き
銭
糧
な
ど
緊
要
な
経
費
を
供
出
す
る
た
め
な
ら
、
榔
移
を
行
な
っ
て
税
項
を

流
用
す
る
の
は
許
容
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
郷
移
を
通
じ
、
行
政
上
の
課
題
を
柔
軟
に
慮
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
貼
を
看
取

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

康
照
時
代
の
江
蘇
省
松
江
府
婁
牒
の
人
葉
夢
珠
は
、
明
朝
の
隆
慶
・
蔦
暦
時
代
か
ら
山
田
市
顧
末
年
に
か
け
て
の
時
期
を
顧
み
る
と
い
う
形
を
と

十
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っ
て
、
郷
移
の
こ
う
し
た
働
き
が
、
考
成
を
運
用
す
る
上
で
も
大
き
な
手
段
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
考
成
を
課
せ
ら

れ
た
上
供
の
義
務
を
達
成
す
る
た
め
に
、
州
牒
に
お
い
て
存
留
額
か
ら
支
出
を
不
要
と
す
る
税
項
を
流
用
す
る
こ
と
で
、
必
要
な
額
を
充
填
す

る
と
い
う
運
用
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
朝
の
世
を
終
え
る
ま
で
、
官
の
側
は
八
分
の
徴
税
達
成
を
考
成
の
基
準
と
し
、
民
の
側
は
税
糧
八
分
を
納
め
た
者
を
良
戸
と
稀
し
、

六
・
七
分
の
者
で
も
そ
れ
ほ
ど
頑
梗
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
何
代
に
も
わ
た
る
太
平
の
後
を
承
け
、
制
度
は
完
備
し
て
お
り
、

存
留
の
糧
は
多
く
起
運
の
額
は
少
な
か
っ
た
。
官
俸
を
緩
め
ず
、
青
吏
・
街
役
の
工
食
を
緩
め
ず
、
府
時
撃
の
康
科
を
緩
め
な
い
と
し
た

ら
、
街
門
・
城
池
・
倉
庫
の
修
繕
を
時
宜
通
り
に
行
え
る
だ
ろ
う
か
。
麿
儲
倉
・
済
農
倉
を
設
置
し
て
も
、
必
ず
し
も
正
税
か
ら
差
し
引

い
て
貯
備
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
皐
政
に
よ
る
歳
科
の
賞
銀
、
新
科
の
旗
匿
・
路
費
の
費
用
は
も
と
よ
り
放
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
府

牒
に
よ
る
季
試
の
屋
'
版
・
供
給
・
賞
銀
の
費
用
は
必
ず
し
も
時
期
通
り
に
支
給
す
る
必
要
は
な
い
。
科
奉
の
費
用
は
必
ず
額
通
り
に
庭
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
秀
才
か
ら
合
格
敷
を
補
充
す
る
場
合
に
は
そ
う
す
る
の
に
は
及
ば
な
い
。
城
守
の
兵
舗
は
支
給
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
四
季
の
操
賞
・
火
器
の
供
給
は
皆
や
め
て
も
よ
い
。
ほ
か
に
も
揚
州
倉
の
風
汎
行
糧
を
は
じ
め
、
緩
め
て
よ
い
も
の
は
一
つ
に

止
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
催
徴
が
六
・
七
分
に
達
す
れ
ば
、
起
運
銭
糧
を
迭
り
八
分
の
額
を
充
足
し
た
上
で
、
存
留
の
中
か
ら
緩
急
を
調

べ
順
次
徴
設
に
充
て
て
ゆ
く
。
こ
の
た
め
官
の
側
に
職
務
怠
慢
の
罰
は
な
く
、
民
の
側
に
恩
淳
を
失
く
す
憂
い
は
な
か
っ
た
の
だ
。
(
『
閲

世
編
』
巻
六
、
賦
税
)

た
だ
、
現
責
に
印
し
て
見
る
と
、
明
朝
の
段
階
で
す
で
に
軍
事
・
財
政
危
機
を
背
景
に
、
地
方
に
お
け
る
存
留
経
費
を
削
減
し
中
央
へ
吸
い
上

(
お
)

げ
る
動
き
が
進
展
し
て
い
た
の
で
、
賓
際
に
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
の
運
用
が
で
き
て
い
た
と
見
な
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
周

知
の
よ
う
に
清
朝
に
入
る
と
、
存
留
経
費
の
削
減
は
い
っ
そ
う
進
行
し
た
か
ら
、
こ
れ
も
全
く
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
葉
夢
珠
自
身

(
但
)

も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
注
意
し
た
い
の
は
、
葉
夢
珠
の
意
見
に
は
榔
移
を
弊
害
と
見
な
す
姿
勢
が
全
く
見
ら

357 

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
榔
移
に
よ
る
税
糧
の
流
用
に
よ
っ
て
、
考
成
で
中
央
政
府
か
ら
求
め
ら
れ
た
上
供
額
を
充
足
で
き
る
上
に
、
州
牒
に
お
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358 

け
る
日
常
業
務
の
遂
行
に
何
の
支
障
も
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
運
営
で
き
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
理
想
的
な
状
態
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
郷
移
を
肯
定
的
に
捉
え
、
問
題
の
す
べ
て
の
解
決
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
柔
軟
に
行
政
を
運
告
す
る
形
態
と
し
て
認
め
て
ゆ
こ

う
と
す
る
頑
貼
が
、
首
時
か
ら
幅
虞
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
榔
移
を
行
っ
て
も

許
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
法
規
の
上
で
も
存
在
し
て
い
た
。
康
照
九
年
(
一
六
七
O
)
に
は
、
存
留
の
費
目
を
郷
移
に
流
用
し
た
場
合
に

(

お

)

(

お

)

は
慮
分
を
克
ず
る
と
い
う
規
定
が
定
め
ら
れ
、
慮
分
則
例
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

で
は
、
榔
移
は
行
政
運
管
費
と
の
結
び
付
き
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
康
照
時
代
後
期
の
動
向
を
次
に
見

て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

康
照
時
代
半
ば
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
地
方
の
倉
庫
は
、
多
く
が
防
空
を
抱
え
込
ん
で
お
り
枇
舎
問
題
化
し
て
い
た
。
な
か
で
も
、
地
方
倉

庫
に
置
か
れ
た
銭
糧
が
郷
移
を
受
け
、
流
用
・
穴
埋
め
が
繰
り
返
さ
れ
る
聞
に
、
銭
糧
の
欠
損
が
累
積
し
て
蔚
空
の
原
因
に
な
る
と
い
う
弊
害

が
、
改
め
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
康
照
二
三
年
二
六
八
四
)
の
上
誌
に
よ
れ
ば
、
庫
銀
が
榔
移
に
充
て
ら
れ
た
後
う
や
む
や
に

慮
理
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
不
正
・
腐
敗
の
素
地
で
あ
る
と
し
て
、
地
方
諸
庫
の
存
留
経
費
に
つ
い
て
も
徹
底
し
た
盤
査
を
行
う
よ
う
に
求
め
る

(
訂
)

議
論
が
出
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
拭
況
の
下
で
、
地
方
諸
庫
に
留
め
ら
れ
た
経
費
へ
の
管
掌
を
強
め
、
地
方
牧
支
の
透

明
性
を
高
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
康
照
二
六
年
(
一
六
八
七
)
に
は
、
奏
錯
加
(
地
方
の
各
省
か
ら
呈
上
さ
れ
る
年
度
ご

と
の
曾
計
報
告
)
内
の
存
留
銀
牧
支
の
記
載
方
式
を
統
一
し
、
中
央
政
府
の
把
握
の
下
に
置
く
こ
と
に
努
め
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
考

成
の
義
務
を
こ
れ
に
課
し
、
未
完
を
出
し
た
場
合
に
は
、
不
作
分
教
に
相
官
す
る
項
目
(
銭
糧
徴
牧
の
達
成
度
合
い
に
か
か
わ
ら
ず
庭
分
を
一
律
に

(
持
)

課
す
)
と
し
て
由
処
分
を
課
す
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
郷
移
に
つ
い
て
も
、
康
照
三
九
年
(
一
七
O
O
)
の
直
隷
巡
撫
の
李
光
地
の
上
疏
を
容
れ
て
、
そ
れ
ま
で
は
榔
移
が
摘
護
さ
れ
て
も

慮
罰
が
克
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
を
改
め
、
銀
五

0
0
0雨
・
糧
六

0
0
0
石
と
い
う
多
額
に
達
す
る
場
合
に
は
、
「
清
律
」
一
通
り
に
必

ず
流
刑
に
慮
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
罰
則
を
強
化
し
て
、
郷
移
と
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
起
こ
る
防
空
を
抑
え
よ
う
と
す
る
方
向
を
目
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指
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
措
置
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
郷
移
行
潟
を
禁
絶
で
き
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
康
照
四
八
年

(
一
七
O
九
)
の
上
論
の
中
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

各
州
牒
の
銭
糧
騎
空
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
知
悉
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
前
に
は
各
省
の
銭
糧
は
、
地
丁
正
項
の
銀
雨
を
除

い
て
、
雑
項
の
銭
糧
は
上
供
し
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。
三
藩
の
乱
以
後
軍
費
が
増
大
し
、

一
切
の
存
留
の
款
項
を
童
く
各
部
に
迭
ら
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
地
方
に
留
め
て
い
る
の
は
、
た
だ
俸
工
の
項
な
ど
の
省
く
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
で
、
す
で
に
裁
滅
さ
れ
た
数

は
甚
だ
多
い
。
こ
の
ほ
か
は
一
統
一
粒
で
あ
っ
て
も
陸
績
と
し
て
解
迭
し
上
供
さ
せ
な
い
も
の
は
な
く
、
数
十
雨
の
端
数
で
あ
っ
て
も
、

各
部
は
必
ず
起
解
さ
せ
て
い
る
。
州
牒
官
は
、
少
し
の
絵
剰
も
供
出
に
回
す
べ
き
も
の
が
な
く
、

や
む
を
得
ず
正
額
の
郷
移
を
行
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
(
『
聖
組
賓
録
』
康
照
四
八
年

一
月
丙
子
保
)

周
知
の
よ
う
に
、
清
代
に
は
三
藩
の
乱
を
契
機
と
す
る
財
政
難
か
ら
、
存
留
額
が
削
減
さ
れ
中
央
に
吸
い
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
動
き
が
進
展
し
、

こ
れ
以
後
、
長
期
的
に
は
、
州
鯨
が
融
通
で
き
る
費
目
は
減
少
に
向
か
っ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
進
展
に
件
い
、
榔
移

の
範
固
を
い
っ
そ
う
掻
大
さ
せ
る
ほ
か
に
、
必
要
な
額
を
供
出
し
業
務
遂
行
に
首
た
る
手
段
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
郷
移
が
地
丁
項
下
の
銭
糧

に
ま
で
及
ぶ
事
態
が
こ
う
し
て
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
那
移
の
抑
制
な
ど
不
可
能
な
こ
と
は
、
皇
帝
以
下
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
康
照
時
代
末
年
に
か
け
て
、
銭
糧
防
空
を
解
決
し
郷
移
の
問
題
を
慮
理
す
る
た
め
に
決
定
さ
れ
た
方
針
も
、
州
牒
に
は
巌
罰
を

科
さ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
結
局
、
知
牒
を
革
職
留
任
に
廃
し
た
上
で
、
在
職
の
ま
ま
額
の
少
な
い
者
は
一
年
を
期
限
に
返
還
さ
せ
、
額
の
多

359 

い
者
は
二
・
三
年
を
期
限
に
返
還
さ
せ
て
開
復
(
官
僚
に
封
す
る
庭
分
の
解
消
と
そ
の
地
位
の
回
復
)
を
許
し
、
由
処
分
を
克
じ
よ
う
と
す
る
穏
和
な

(
判
)

も
の
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
羅
正
時
代
の
初
頭
に
は
、
こ
う
し
た
措
置
に
封
し
で
さ
え
も
、
榔
移
は
、
軍
費
や
賑
済
の
負
携
に
代
表(

吐
)

さ
れ
る
、
緊
急
の
費
目
を
供
出
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
な
の
に
、
州
勝
に
俸
給
な
ど
に
よ
る
返
済
の
義
務
を
課
す
の
は
不
首
で
あ
る
と
か
、

十

107 

11 寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

360 

(
犯
)

榔
移
を
し
て
い
る
州
牒
官
で
あ
っ
て
も
陸
轄
を
許
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
批
判
の
撃
が
上
が
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。

郷
移
に
寛
容
な
姿
勢
を
取
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
は
、
官
僚
世
舎
の
中
で
相
官
に
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

考
成
の
運
用
構
造

r-¥ 

一
) 

郷
新
掩
奮
の
存
在
形
態

考
成
の
強
化
に
伴
っ
て
郷
移
が
盛
行
し
、
考
成
の
過
程
に
も
都
移
の
動
き
が
密
接
に
結
び
付
く
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
章
で
は
、
考
成

と
榔
移
の
相
互
関
係
の
力
墜
に
つ
い
て
、
考
成
で
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
州
牒
は
ど
の
よ
う
に
充
足
し
、
銭
糧
催
緋
業
務
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
か
と
い
う
業
務
遂
行
の
過
程
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
目
指
す
。

薬
正
一

O
年
(
一
七
三
二
)
六
月
、
署
蘇
州
巡
撫
の
喬
世
臣
は
、
嘉
正
九
年
(
一
七
三
一
)
度
の
江
蘇
省
に
お
け
る
徴
税
額
、
及
び
所
属
の
各

(
必
)

官
の
徴
税
成
績
の
報
告
を
中
央
政
府
に
呈
上
し
て
い
る
。
潅
正
九
年
(
一
七
三
一
)
に
、
江
蘇
省
所
属
の
州
牒
・
衛
所
・
諸
闘
な
ど
か
ら
上
迭

さ
れ
た
銭
糧
は
、
地
丁
・
屯
折
項
下
の
銭
糧
と
し
て
銀
一
二
五
寓
五

O
九
九
雨
・
米
豆
三
一
高
O
五
八
三
石
、
公
費
地
畝
項
下
の
銭
糧
と
し
て

銀
七
一
三

O
雨
・
豆
八
六
石
、
牙
典
・
田
房
・
牛
櫨
・
猪
羊
・
商
税
な
ど
雑
税
項
下
の
銭
糧
と
し
て
銀
九
高
二
一
四
三
雨
、
向
学
租
・
級
官
項
下

の
銭
糧
と
し
て
一
高
O
四
七
七
雨
と
い
う
額
に
の
ぼ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
地
丁
項
下
・
公
費
地
畝
項
下
・
屯
折
項
下
の
銭
糧
に
つ
い
て
は
、
全
完
・
未
完
の
者
す
べ
て
の
姓
名
を
列
記
し
た
リ
ス
ト
が
載

(
日
制
)

せ
ら
れ
、
ま
た
、
雑
税
、
準
租
・
快
官
、
存
留
・
俸
工
支
剰
項
下
の
銭
糧
に
つ
い
て
も
、
未
完
の
者
の
み
で
あ
る
が
姓
名
を
記
し
た
リ
ス
ト
が

(

崎

)

(

灯

)

含
ま
れ
て
お
り
、
銭
糧
催
地
耐
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
が
表
一
・
表
ニ
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
に
即
し
て
、
州

勝
官
が
主
に
催
訴
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
、
税
糧
の
大
宗
で
あ
る
地
丁
銀
、
商
業
課
税
が
主
と
な
る
雑
税
銀
、
間
四
千
田
牧
入
が
占
め
る
向
学
租
銀
、

空
き
ポ
ス
ト
の
俸
給
分
に
嘗
た
る
依
官
俸
銀
、
存
留
費
の
飴
剰
分
に
首
た
る
存
留
支
剰
銀
の
記
載
を
も
と
に
、
州
牒
が
ど
の
よ
う
に
銭
糧
催
徴
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地丁項下

徴収達成率 人数

全 にブう巳

未完不及一分

未完一分以上
ム

ノ、

未完二分以上

未完三分以上

[表 11 不作分数項下

雑税項下未完

皐租・級官項下未完

存留・俸工・支乗IJ項下未完

日

[表21
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に
嘗
た
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

表
一
に
よ
れ
ば
、
地
丁
銀
を
全
完
し
た
知
州
・
知
将
は
一
二
三
名
に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
封

L
、
未
完
の
知

州
・
知
牒
の
ほ
う
は
未
完
不
及
一
分
が
三
三
名
、
未
完
一
分
以
上
が
一
六
名
、
未
完
二
分
以
上
が
三
名
、
未
完

三
分
以
上
が
三
名
に
達
し
、
全
睦
で
五
五
名
も
の
多
き
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
表
二
に
よ
れ
ば
、

雑
税
銀
で
は
未
完
の
者
は
六
八
名
、
同
月
子
租
・
訣
官
俸
銀
で
は
未
完
の
者
が
七

O
名
、
存
留
・
俸
工
支
剰
銀
で
は

未
完
の
者
が
二
一
名
と
い
う
多
数
に
達
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
不
作
分
数
に
嘗
た
る
税
目
に
つ
い
て
も
、
大
量

の
州
牒
官
が
催
灘
に
不
足
を
出
す
朕
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
嘉
正
九
年
こ
七
三
二

度
の
江
蘇
省
で
は
大
中
十
の
知
牒
が
、
地
丁
銀
の
催
徴
不
足
の
た
め
に
罰
俸
一
年
か
ら
降
職
三
級
に
至
る
慮
分
を

(

時

)

(

的

)

受
け
、
ま
た
、
不
作
分
教
の
税
目
の
催
徴
不
足
の
た
め
に
降
職
二
級
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
数

多
く
の
項
目
で
庭
分
を
課
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
地
丁
銀
の
場
合
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う

し
た
催
牧
不
足
の
大
学
が
、
未
完
不
及
一
分
な
い
し
は
未
完
一
分
以
上
と
い
う
、
ご
く
少
額
の
未
完
に
止
ま
つ

て
い
た
酷
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
考
成
で
こ
こ
に
課
さ
れ
た
庭
分
も
、
知
牒
で
あ
れ
ば
未
完
不
及
一
分
の
た
め

に
罰
俸
一
年
、
あ
る
い
は
未
完
一
分
以
上
の
た
め
に
降
一
級
を
受
け
た
上
で
、
期
限
と
さ
れ
た
一
年
以
内
に
未

徴
分
の
督
促
に
嘗
た
る
と
い
う
、
比
較
的
軽
微
な
慮
分
で
ほ
と
ん
ど
が
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
的

に
、
こ
れ
ら
は
直
ち
に
革
職
に
至
る
事
態
を
回
避
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
知
鯨
は
多
く
の
場

合
に
、
次
年
度
も
そ
の
職
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
が
ら
、
地
丁
銀
・
雑
税
銀
を
は
じ
め
と
す
る
前
年
度
の

軽
微
な
銭
糧
の
欠
額
を
、
新
年
度
の
銭
糧
と
あ
わ
せ
て
催
地
耐
す
る
責
任
を
負
う
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
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以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
薙
正
九
年
(
一
七
三
一
)
度
の
江
蘇
省
に
お
け
る
現
年
銭
糧
の
徴
収
達
成
額
は
、
直
ち
に
革
職
に
は
至
ら
な
い

少
額
の
未
完
の
記
載
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
趨
勢
に
向
け
て
銭
糧
催
排
が
傾
い
て
ゆ
く
裏
側
に
は
、
郷
移
の
働
き
が
作
用
し
て
い
た

と
指
摘
す
る
意
見
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。

ま
ず
州
牒
に
は
、
帯
徴
・
接
徴
の
よ
う
に
催
徴
ま
で
の
期
限
が
定
め
ら
れ
、
過
重
し
て
慮
分
の
課
さ
れ
る
急
ぎ
の
銭
糧
か
ら
徴
設
し
て
、
品
何
回

面
の
義
務
を
果
た
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
過
去
の
銭
糧
欠
損
を
補
填
す
る
た
め
に
、
現
年
に
徴
牧
し
た
銭
糧
が
流
用
さ
れ
る

ば
か
り
か
、
翌
年
に
徴
収
す
る
珠
定
の
銭
糧
ま
で
次
々
に
流
用
さ
れ
る
事
態
|
|
榔
新
掩
奮
の
動
き
が
起
こ
っ
た
と
す
る
の
が
、
潅
正
元
年

(
一
七
二
三
)
、
刑
部
右
侍
郎
の
慮
詞
の
奏
議
で
あ
る
。

現
在
徴
牧
し
て
い
る
銭
糧
を
用
い
て
(
過
去
の
)
欠
損
の
補
填
に
充
て
る
目
的
で
、
(
徴
牧
額
が
)
多
額
で
あ
っ
て
も
額
を
少
な
く
報
告

す
る
。
ま
た
、
翌
年
に
徴
収
す
べ
き
銭
糧
を
用
い
て
、
前
に
少
額
だ
と
報
告
し
た
額
数
を
充
填
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
郷
新
掩
奮
を
行
っ
て

い
る
。
(
中
略
)
査
べ
た
と
こ
ろ
、
州
際
の
百
姓
が
税
糧
を
納
入
す
る
上
で
、
歳
内
に
全
完
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
官
の

側
が
郷
移
を
行
っ
て
流
用
し
、
報
告
す
る
と
き
に
未
完
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
「
徴
多
報
少
」
の
弊
害
と
い
う
。
そ
の
年
度

に
就
に
徴
牧
し
た
銭
糧
を
流
用
し
た
上
に
、
か
え
っ
て
、
次
年
の
正
月
に
は
新
た
な
催
徴
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
徴
牧
し
た
銀

雨
を
用
い
て
、
前
年
の
額
数
に
充
て
よ
う
と
す
る
の
だ
。
こ
れ
を
「
郷
新
掩
奮
」
の
弊
害
と
い
う
。
(
『
羅
正
朝
漢
文
株
批
奏
摺
葉
編
』
第
一

冊
、
薬
正
元
年
八
月
一
四
円
、
刑
部
右
侍
郎
慮
拘
、
奏
陳
巌
林
一
不
信
空
事
宜
摺
)

こ
こ
に
は
、
考
成
で
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
充
足
す
る
た
め
に
、
州
際
で
ど
の
よ
う
な
那
移
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
例
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
現
年
度
に
徴
収
し
た
銭
糧
を
流
用
し
て
、
過
去
の
銭
糧
の
埋
め
合
わ
せ
に
充
て
る
榔
新
掩
奮
の
形
態
が
あ
る
。
こ
れ
は
新
年
度
の
銭
糧
催

徴
に
と
ど
ま
ら
ず
、
過
去
の
年
度
の
奮
糧
も
催
徴
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
翌
年
度
の
銭
糧
を
納
期
よ

り
前
に
徴
牧
し
て
、
今
度
は
郷
移
に
充
て
ら
れ
た
現
年
度
の
銭
糧
の
補
填
に
回
す
郷
新
掩
奮
の
形
態
が
あ
り
、
こ
れ
を
預
徴
と
い
う
。
預
徴
は

各
地
に
蔓
延
し
て
お
り
、
四
月
に
徴
収
を
開
始
す
べ
き
銭
糧
が
一
月
に
催
徴
さ
れ
た
り
、

一
O
月
に
徴
牧
を
開
始
す
べ
き
銭
糧
が
三
・
四
月
に

十
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(
日
)

催
徴
さ
れ
た
り
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
都
移
の
動
き
は
、
現
年
の
銭
糧
と
と
も
に
奮
年
の
銭
糧
、
翌
年
の
銭
糧
ま
で
、
多
年
に
わ
た
る
銭
糧

が
催
牧
さ
れ
る
経
過
に
あ
わ
せ
て
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

呂
田
仏
己
2
2
N己
目
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
件
い
、
現
年
の
銭
糧
が
責
際
は
完
徴
で
あ
っ
て
も
報
告
す
る
段
に
は
未
完
と
記
す
、
徴

多
報
少
の
動
き
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
帳
簿
上
は
現
年
銭
糧
の
徴
牧
額
を
未
完
と
計
上
し
、
そ
の
分
を
穴
埋
め
に
充
て
て
榔
移
を(

日
)

繰
り
返
し
て
い
る
限
り
、
州
牒
に
銭
糧
肪
空
が
あ
っ
て
も
露
見
せ
ず
に
隠
し
お
お
せ
、
知
将
も
職
に
居
座
り
績
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
那
新
掩
奮
を
通
し
て
、
州
牒
は
新
年
度
の
未
徴
に
つ
い
て
軽
微
な
慮
分
を
受
け
る
だ
け
に
止
め
れ
ば
、
問
題
の
慮
理
を
先
送
り
に
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
嘉
正
九
年
(
一
七
三
二
度
の
江
蘇
省
奏
鈴
考
成
冊
に
報
告
さ
れ
た
徴
牧
額
も
、
自
ら
榔
移
を
行
い
、
銭
糧
未
牧

額
を
知
牒
が
留
任
で
き
る
位
の
慮
分
に
止
ま
る
よ
う
に
、
帳
簿
上
の
操
作
を
し
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

一
般
に
銭
糧
の
欠
損
を
隠
蔽
し
た
ま
ま
防
空
を
累
積
さ
せ
て
ゆ
く
要
因
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
引
用
し
た
奏
議
が
、
徴
多
報

榔
移
の
働
き
は
、

少
・
那
新
掩
奮
の
動
き
を
不
法
行
矯
と
し
て
m
厳
し
く
非
難
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
弊
害
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
う
し
た
郷
移
を

行
う
こ
と
な
し
に
、
州
鯨
が
銭
糧
徴
収
業
務
を
持
績
的
に
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。

考
成
に
よ
っ
て
州
牒
が
催
地
耐
を
義
務
付
け
ら
れ
た
銭
糧
は
、
現
年
の
銭
糧
や
前
年
の
銭
糧
の
み
な
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
っ
て
滞
納
さ
れ
た
過

去
の
積
欠
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
か
で
も
江
南
地
方
は
、
銭
糧
蔚
空
の
庭
理
・
解
消
に
向
け
て
、
康
照
五
一
年
(
一
七
二
己
以
来

の
地
丁
銀
・
雑
税
銀
・
漕
糧
の
一
幣
年
の
欠
額
を
ど
う
完
納
さ
せ
る
か
が
大
き
な
祉
曾
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
嘉
正
三
年
(
一
七
二
瓦
)
、
江
蘇
巡

撫
の
張
槽
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
新
奮
の
銭
糧
を
あ
わ
せ
て
徴
収
す
る
こ
と
の
困
難
か
ら
、

銭
糧
積
欠
の
額
が
少
な
い
州
牒
で
も
、
期
限
に
至
っ
て
完
済
で
き
る
こ
と
は
な
く
、
降
級
・
革
職
に
遭
う
の
を
恐
れ
て
、
将
来
の
防
空
と

な
る
の
も
構
わ
ず
に
、
現
年
の
銭
糧
を
榔
新
掩
奮
し
て
、
考
成
の
義
務
に
間
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
銭
糧
積
欠
の
額
が
多
い
州

豚
で
は
、
欠
損
の
額
が
重
大
で
催
徴
し
難
く
、
す
ぐ
に
期
限
に
至
る
の
で
、

い
く
ら
才
畳
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
手
を
扶
く
だ
け
で

363 

何
も
で
き
な
い
ま
ま
、
降
級
・
革
職
に
遭
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
(
『
潅
正
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
葉
編
』
第
六
冊
、
権
正
三
年
九
月
五
日
、
江
蘇
巡
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撫
張
構
、
酌
誇
徴
輸
積
欠
銭
糧
摺
)

郷
新
掩
奮
の
動
き
を
掻
大
さ
せ
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
銭
糧
の
完
済
に
は
致
果
が
上
が
ら
な
い
と
す
る
指
摘
を
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
過
去
の
積
欠
の
帯
徴
に
首
た
れ
る
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
一

O
年
か
ら
一
五
年
の
長
期
に
延
ば
し
、
州
牒
に
過
大
な

負
捨
が
か
か
ら
な
い
措
置
を
取
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
要
請
を
容
れ
た
上
で
、
江
南
地
方
で
は
、
翌
年
の
嘉
正
四
年
(
一
七

(
日
)

二
六
)
か
ら
帯
徴
を
開
始
し
て
ゆ
く
運
び
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
州
牒
は
、
新
糧
・
奮
糧
を
併
徴
す
る
困
難
を
伴
わ
ず
に
、
催
牧
業
務
を
遂
行
で

き
る
と
い
う
見
通
し
な
の
で
あ
っ
た
。

(
日
)

そ
の
問
、
嘉
正
六
年
(
一
七
二
八
)
帯
徴
分
の
歴
年
未
完
の
漕
糧
を
例
に
と
る
と
、
こ
れ
に
催
徴
不
足
を
出
し
、
降
職
一
一
級
の

と
こ
ろ
が
、

上
に
督
促
の
責
任
を
課
さ
れ
る
封
象
と
な
っ
た
州
牒
官
が
、
江
安
糧
道
の
管
掌
下
で
は
、
三
三
名
(
試
用
を
含
み
、
他
の
官
が
署
理
を
し
た
場
合
を

(

白

川

)

除
く
)
も
の
数
に
達
す
る
事
態
に
陥
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
中
の
一
八
名
と
い
う
多
く
の
州
牒
官
が
別
の
事
由
で
革
職

(
訂
)

に
遭
い
、
離
職
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
降
級
調
用
の
庭
分
に
よ
っ
て
降
格
さ
れ
、
同
様
に
職
を
去
っ
た
州
際
官
も
四
名
と
い

(
凶
)

う
敷
に
及
ん
で
い
た
。
次
い
で
、
薬
正
九
年
(
一
七
三
一
)
の
納
期
に
は
、
な
お
未
納
の
ま
ま
で
あ
る
州
牒
が
一

O
名
に
達
し
、
庭
分
の
封
象

(
玲
)

(

m

w

)

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
と
き
ま
で
に
、
三
名
の
州
牒
官
が
革
職
に
遭
い
、
さ
ら
に
二
名
の
州
牒
官
が
降
級
調
用
に
遭
っ
て

(
日
)

お
り
、
離
任
さ
せ
ら
れ
た
後
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
知
鯨
の
任
期
を
全
う
で
き
な
い
ま
ま
多
く
が
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
弊
害
の
方
を
確
認
で
き
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
地
方
に
お
い
て
は
、
知
牒
が
赴
任
し
て
く
る
度
に
革
職
・
降
格
に
遭
う
の
を
避
け
、
職
に
留
ま
れ
る
手
段
を

必
要
と
す
る
要
請
も
ま
た
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
と
き
の
州
隠
は
、
前
に
見
た
江
蘇
巡
撫
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
那
新
掩

奮
を
行
な
っ
て
そ
の
場
を
し
の
い
で
で
も
、
考
成
を
課
せ
ら
れ
た
首
面
の
義
務
か
ら
充
た
し
て
ゆ
く
の
が
避
け
ら
れ
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
郷
移
を
銭
糧
防
空
の
原
因
に
な
る
不
法
行
活
と
し
て
非
難
す
る
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
。

一
般
的
に
、
江
南
地
方
の
各
省
下
で
は
、
州
牒
に
銭
糧
催
牧
を
含
む
業
務
の
庭
理
す
べ
て
が
任
せ
切
り
に
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
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地
方
大
官
が
各
々
そ
の
意
見
を
通
そ
う
と
し
て
も
、
下
情
は
隔
絶
し
て
お
り
通
じ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
地
方
の
公
務
一
切
を
、
悉
く
州
鯨
に

委
ね
て
し
ま
い
、
そ
の
費
用
が
ど
こ
か
ら
擦
出
さ
れ
た
の
か
、
事
案
の
慮
理
を
誤
っ
て
い
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
漫
然
と
し
た
ま
ま
考
慮

し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
こ
で
、
巧
妙
な
者
は
民
か
ら
搾
り
取
っ
て
購
い
、
稚
拙
な
者
は
庫
銀
を
榔
移
し
て
磨
じ
る
こ
と
に
な
る
。
(
『
薙

正
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
葉
編
』
第
一
一
一
冊
、
嘉
正
六
年
七
月
六
日
、
淑
江
総
督
李
街
、
江
南
吏
治
情
弊
壊
円
甚
惰
形
摺
)

通
常
、
州
牒
に
要
求
さ
れ
た
の
は
、
銭
糧
を
期
限
通
り
に
上
供
し
て
く
る
こ
と
の
み
で
、
そ
の
銭
糧
を
ど
の
よ
う
に
徴
護
し
上
納
し
て
き
た
の

か
ま
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
州
牒
は
多
く
が
郷
移
を
通
じ
、
考
成
で
血
厳
し
く
要
求
さ
れ
た
銭
糧
催
徴
に
首
座
の
封

磨
を
取
っ
て
、
問
題
の
解
消
に
つ
な
げ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
郷
移
の
動
き
が
頻
出
し
て
も
、
こ
う
し
た
趨
勢
の
下
で
許
容
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
州
牒
は
新
奮
の
税
糧
を
あ
わ
せ
て
催
嚇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
困
難
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
江
蘇
省
下
の
州
際

た
と
え
ば
六
合
牒
の
場
合
、
羅
正
六
年
(
一
七
二
八
)
帯
徴
分
の
歴
年
未
完
の
漕
糧
に
催
牧
不
足
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
知
牒
は
潅

(
臼
)

正
九
年
(
一
七
三
二
ま
で
に
完
納
し
、
降
二
級
の
庭
分
は
開
復
を
許
さ
れ
た
も
の
の
、
同
じ
年
に
今
度
は
地
丁
銀
の
催
徴
に
未
完
一
分
を
出

(

白

山

)

(

悦

)

し
て
、
降
一
級
の
庭
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
昭
文
牒
で
は
、
薙
正
六
年
(
一
七
二
八
)
に
は
漕
糧
積
欠
の
帯
徴
に
未
完
を
出
し
、

嘉
正
九
年
(
一
七
三
二
に
は
地
丁
銀
・
雑
税
銀
・
皐
租
・
訣
官
俸
銀
の
催
徴
に
未
完
を
出
し
た
。
考
成
で
課
せ
ら
れ
た
新
奮
の
銭
糧
徴
収
の

で
は
、

負
捨
の
た
め
、
州
牒
官
が
在
職
中
に
頻
繁
に
受
け
た
の
も
、
こ
う
し
た
軽
微
な
庭
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
州
牒
が
催
徴
を
と
も
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
新
糧
と
奮
糧
の
聞
で
、
郷
移
を
行
う
動
き
を
促
進
さ
せ
て
ゆ
く
こ

と
に
な
っ
た
。
じ
っ
さ
い
大
規
模
に
知
牒
が
更
迭
さ
れ
て
い
た
ら
、
業
務
遂
行
そ
の
も
の
に
困
難
を
来
た
す
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
黙
は
、
こ

れ
ま
で
に
も
見
て
き
た
。
考
成
の
賓
施
に
郷
新
掩
奮
の
動
き
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
知
牒
が
職
に
留
ま
り
、
縫
績
し
て
業
務
の
推
進
に
首
た

る
の
を
可
能
に
す
る
と
い
う
役
目
を
捨
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
地
方
側
の
要
請
に
遁
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
州
牒
か
ら
、
榔
移
を
行
っ
て
帳

365 

簿
上
の
操
作
を
し
た
報
告
が
上
げ
ら
れ
て
き
て
も
、
巡
撫
以
下
は
承
認
を
奥
え
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
行
政
課
題
で
あ
る
徴
税
の
推
進
に
向
け
て
、
考
成
で
定
め
ら
れ
た
罰
則
を
も
と
に
巌
し
く
銭
糧
催
徴
を
求
め
る
動
き
と
、
榔

新
掩
奮
を
は
じ
め
と
す
る
郷
移
の
動
き
は
、
業
務
遂
行
の
過
程
に
お
い
て
相
補
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
都
移
を
通
じ
て
、
州
牒
か
ら
必
要

な
額
だ
け
銭
糧
が
上
納
さ
れ
て
い
る
限
り
行
政
上
の
支
障
は
起
こ
ら
ず
、
知
牒
も
継
績
し
て
職
に
留
ま
り
州
際
機
構
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
考
成
法
は
郷
移
行
矯
と
結
合
し
て
は
じ
め
て
、
持
績
的
に
機
能
し
う
る
と
い
う
、
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
考
成
の
よ
う
な
制
度
的
要
素
と
榔
移
の
よ
う
な
制
度
外
的
要
素
の
結
合
か
ら
、
制
度
全
睦
を
運
航
宮
し
よ
う
と
す
る

方
式
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

r-¥ 

一) 

考
成
の
運
用
と
官
僚
制

考
成
と
郷
移
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
前
節
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
か
ら
見
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
貼
を
全
瞳
的
な
制
度
運

用
の
レ
ベ
ル
か
ら
ま
と
め
、
考
成
運
用
の
方
式
に
つ
い
て
覗
貼
を
定
め
て
お
き
た
い
。

考
成
が
銭
糧
催
牧
に
適
用
さ
れ
る
過
程
で
、
州
鯨
に
大
き
な
負
捨
に
な
っ
て
の
し
か
か
っ
た
の
が
接
徴
・
帯
徴
の
義
務
で
あ
っ
た
。
州
牒
で

(
目
別
)

さ
ら
に
数
年
に
及
ぶ
銭
糧
の
催
牧
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
も
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
康
照

は
過
去
の
銭
糧
の
欠
損
分
の
催
塀
も
含
め
、

時
代
後
期
に
か
け
て
、
接
徴
で
課
せ
ら
れ
た
徴
牧
率
を
緩
や
か
に
し
て
、
考
成
義
務
の
未
達
成
を
原
因
に
多
数
の
知
牒
が
退
け
ら
れ
る
弊
害
を

避
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
額
著
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
考
成
で
課
せ
ら
れ
た
銭
糧
催
塀
の
義
務
を
法
規
の
面
か
ら
緩
和
し
よ
う
と
す
る
動

き
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
貼
で
致
呆
は
不
十
分
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
考
成
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
血
厳
し
い
罰
則
そ
の
も
の
は
徹
底
す
る
姿
勢
を
示
し
、
州
時
に
銭
糧
徴
収
を
促
し
て
ゆ
く
一

方
で
、
官
僚
制
を
動
か
す
過
程
の
中
に
、
柔
軟
に
制
度
を
運
用
し
よ
う
と
す
る
役
目
を
持
た
せ
た
貼
の
方
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
考
成
法

の
運
用
上
の
問
題
か
ら
郷
移
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
き
、
郷
移
が
財
政
上
の
問
題
を
柔
軟
に
慮
理
す
る
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
康
配
口
二
年
(
一
六
八
二
)
、
江
蘇
、
巡
撫
の
慕
天
顔
は
、
蘇
州
府
・
松
江
府
の
重
賦
を
例
に
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
は
、
考
成
で
義

十
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務
付
け
ら
れ
た
銭
糧
上
供
を
次
の
よ
う
に
果
た
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

康
照
一

O
年
か
ら
一
一
二
年
に
至
る
ま
で
、
銭
糧
の
起
解
額
は
九
分
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
の
と
き
は
存
留
銭
糧
を
削
っ
て
兵

飼
に
充
て
て
い
な
い
時
期
で
、
法
を
設
け
て
員
っ
先
に
こ
れ
を
起
運
に
充
て
て
、
存
留
経
費
を
緩
め
た
た
め
に
、
起
運
の
額
を
未
完
不
及

一
分
ま
で
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
起
運
と
存
留
を
合
算
す
る
と
一
分
・
二
分
等
の
欠
損
が
出
て
く
る
の
だ
。
(
「
嘉
慶

松
江
府
志
』
巻
二
一
、
田
賦
志
、
田
賦
下
)

こ
の
よ
う
に
税
糧
上
供
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
州
牒
で
は
、
ま
ず
郷
移
に
よ
っ
て
存
留
経
費
の
費
目
を
流
用
し
、
銭
糧
の
起
解
額
に
充

首
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
榔
移
が
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
れ
の
み
に
止
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
同
じ
慕
天
顔
が
、
康
照
二
三
年

(
一
六
七
四
)
の
江
蘇
布
政
使
の
と
き
に
行
っ
た
奏
疏
の
中
で
、
そ
の
裏
側
で
は
、
銭
糧
を
流
用
し
て
別
の
項
目
の
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
り
、

新
糧
を
奮
糧
の
欠
損
分
の
補
填
に
回
し
た
り
と
い
う
、
郷
移
の
盛
行
を
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

地
丁
銀
は
分
厘
ま
で
も
み
な
正
額
の
支
用
に
回
し
、

一
つ
で
も
未
完
が
あ
れ
ば
庭
分
が
こ
れ
に
件
う
こ
と
に
な
る
。
小
民
の
膏
血
は
絞
り

取
ら
れ
て
残
ら
ず
、
智
勇
あ
る
有
司
も
と
も
に
苦
し
ん
で
い
る
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
榔
塾
を
行
っ
て
一
時
の
責
め
を
塞
ぎ
、
此
方
の

税
項
を
充
た
し
て
彼
方
の
税
項
を
縮
め
た
り
、
奮
年
の
銭
糧
を
補
っ
て
新
年
の
銭
糧
を
結
い
た
り
し
て
い
る
。
(
『
嘉
慶
松
江
府
志
」
巻
二
一
、

田
賦
志
、
田
賦
下
)

慕
天
顔
の
こ
れ
ら
一
連
の
奏
疏
は
、
考
成
の
義
務
を
充
た
す
努
力
が
、
郷
移
行
震
を
内
部
に
包
含
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
銭
糧
の
上
供
額
は
全
完
に
達
せ
ず
不
及
一
分
に
止
ま
っ
て
い
た
上
に
、
康
阻
…
一
四
年
(
一
六
七
五
)
以
後
に
な

る
と
、
存
留
の
費
目
が
大
き
く
削
減
さ
れ
兵
舗
の
費
用
な
ど
に
充
填
さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
こ
う
し
た
存
留
費
の
流
用
に
よ
る
庭
理
も
、
困

(
釘
)

難
を
件
、
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
州
牒
で
は
必
要
と
す
る
費
用
を
獲
得
す
る
の
に
、
榔
移
行
矯
の
範
固
を
掻
大
し
て
ゆ
く
こ

と
が
い
よ
い
よ
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
考
成
と
榔
移
の
つ
な
が
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

367 

こ
の
よ
う
な
榔
移
は
不
法
行
矯
に
首
た
る
の
で
、
摘
設
を
受
け
れ
ば
庭
罰
の
封
象
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
賓
に
は
榔
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移
が
告
護
さ
れ
た
ケ
1
ス
で
あ
っ
て
も
、
州
牒
に
革
職
・
降
格
の
慮
分
が
及
ぶ
の
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
多
く
見
ら
れ
る
。

康
照
二
五
年
(
一
六
八
六
)
、
陳
西
省
の
澄
城
牒
で
は
知
牒
の
夏
時
の
韓
任
後
、
そ
の
任
内
に
康
照
一
一
一
年
(
一
六
八
二
)
・
二
二
年
(
一
六
八

二
一
)
度
の
銭
糧
を
流
用
し
て
、
康
配
…
一
九
年
(
一
六
八
O
)
・
二

O
年
(
一
六
八
一
)
の
過
去
の
欠
損
の
穴
埋
め
に
充
て
て
い
た
こ
と
が
交
代
の
際

に
露
見
し
、
新
任
の
知
牒
か
ら
告
設
を
受
け
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
吏
部
の
審
議
を
経
た
結
果
、
銭
糧
の
侵
蝕
で
は
な
く
、
里
民

か
ら
各
年
の
銭
糧
未
完
を
認
め
る
結
肢
の
提
出
が
あ
る
上
に
、
現
在
も
徴
牧
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
慮
分
そ
の
も
の
は
克
れ
て
い

(問問)

る
の
が
わ
か
る
。

ま
た
、
嘉
正
八
年
(
一
七
三
O
)
の
一
拍
建
省
で
は
、
湾
州
府
知
府
の
楊
一
正
が
、
前
年
に
一
拍
清
鯨
で
銭
糧
催
徴
の
任
に
首
た
っ
て
い
た
と
き

に
、
羅
正
六
年
(
一
七
二
八
)
・
七
年
(
一
七
二
九
)
度
の
銭
糧
の
聞
で
那
新
掩
奮
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
新
任
の
知
牒
か
ら
摘
護
さ
れ
た
。

総
督
の
高
其
停
は
こ
れ
を
考
成
に
よ
る
慮
分
を
畏
れ
、
羅
正
六
年
(
一
七
二
八
)
度
の
未
完
を
羅
正
七
年
(
一
七
二
九
)
度
の
項
下
に
移
し
替
え

(
的
)

た
も
の
と
認
定
し
た
上
で
、
こ
の
知
府
が
業
務
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
職
に
留
め
て
も
ら
え
る
よ
う
求
め
て
奏
上
し
て
い
る
。
結

局
、
楊
一
正
は
草
職
と
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
看
取
で
き
る
の
は
む
し
ろ
、
考
成
の
規
定
を
充
た
す
た
め
に
郷
移
を
行
な
う
こ
と

も
容
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
方
な
の
で
あ
る
。

(
汀
)

じ
っ
さ
い
州
牒
官
が
在
職
中
に
榔
移
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
宜
能
書
の
中
に
は
、
州
牒
職
が
交
代
し
案
件
を
引

継
ぐ
折
に
榔
移
が
護
畳
し
で
も
、
税
目
に
抵
還
す
べ
き
嘗
て
が
あ
れ
ば
、
新
任
の
者
が
上
司
の
了
解
を
得
た
上
で
、
代
わ
り
に
催
徴
に
首
た
る

(
花
)

べ
き
こ
と
を
心
構
え
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
の
課
題
に
印
し
て
い
え
ば
、
郷
移
の
扱
い
は
、
州
牒
が
後
任
の
者
を
含
め
清
算

ま
で
数
年
を
か
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
官
僚
機
構
全
睡
で
針
慮
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
郷
移
に
よ
る
銭
糧
の
融
通
が
可
能
と
な

っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動
指
針
が
官
僚
枇
舎
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
考
成
法
の
浸
透
は
、
郷
移
行
矯
を
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
郷
移
を
通
じ
て
、
大
量
の
知
牒
が
更
迭
さ
れ

る
の
を
避
け
、
州
牒
機
構
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
日
常
業
務
を
継
績
し
て
進
め
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
清
代
の

十
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官
僚
制
は
こ
う
し
た
制
度
外
的
要
素
を
内
包
し
た
全
瞳
を
通
じ
、
行
政
上
の
課
題
の
賓
現
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
合
理
性
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。清

代
の
官
僚
制
は
、
考
成
で
要
求
さ
れ
た
銭
糧
催
牧
の
義
務
を
充
足
す
る
た
め
に
、
業
務
遂
行
の
過
程
に
郷
移
を
結
び
付
け
て
、
制
度
全
瞳

が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
榔
移
が
考
成
を
充
た
す
運
用
上
の
手
段
と
し
て
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
考
成
は
、
法
規

そ
の
も
の
に
は
饗
更
を
あ
ま
り
加
え
ず
に
銭
糧
徴
収
を
督
闘
す
る
方
針
を
示
し
な
が
ら
、
州
牒
で
運
用
す
る
段
に
な
っ
て
、
榔
移
の
動
き
を
伴

っ
て
柔
軟
に
調
節
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
州
牒
を
は
じ
め
と
す
る
徴
税
業
務
の
現
場
で
、
考
成
法
が
持
績
的
に
機
能
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
貼
は
、
考
成
の
法
規
と
運
用
の
構
造
か
ら
官
僚
制
運
用
の
問
題
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。

お

わ

り

こ
の
小
論
で
は
、
考
成
の
賓
施
に
伴
、
つ
榔
移
の
盛
行
、
榔
移
に
よ
る
柔
軟
な
行
財
政
庭
理
の
働
き
を
軸
に
、
考
成
と
榔
移
の
閥
係
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
て
き
た
。
以
下
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
ま
と
め
、
今
後
の
展
望
を
あ
わ
せ
て
示
し
て
お
き
た
い
。

清
代
の
地
方
で
は
、
考
成
の
強
化
に
よ
っ
て
、
銭
糧
徴
牧
の
未
達
成
を
理
由
に
、
大
量
の
知
牒
が
更
迭
さ
れ
て
し
ま
う
弊
害
が
大
き
な
枇
合

問
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
考
成
運
用
の
過
程
に
榔
移
の
動
き
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
が
一
つ
の
解
決
に
な
っ
た
。
考
成
法
に
よ
っ
て
州

勝
が
催
訴
を
義
務
付
け
ら
れ
た
の
は
、
現
年
の
銭
糧
に
止
ま
ら
ず
過
去
の
銭
糧
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
結
果
的
に
、
こ
の
こ
と
か
ら
州
牒
は
郷

新
掩
奮
の
動
き
を
頻
出
さ
せ
、
現
年
の
銭
糧
を
流
用
し
て
過
去
の
不
足
の
穴
埋
め
に
回
し
、
期
限
の
迫
っ
た
銭
糧
か
ら
起
解
し
て
首
座
の
必
要

を
し
の
い
で
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
新
年
度
の
未
徴
で
軽
微
な
庭
分
を
受
け
る
の
に
止
ま
っ
て
い
る
限
り
、
知
牒
は
職
に
留
ま
り
州
牒
機
構
を

維
持
し
積
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
州
牒
で
は
銭
糧
催
徴
の
完
結
を
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
が
、

日
常
業
務
の
纏

369 

績
・
推
進
の
保
障
と
い
う
首
面
の
問
題
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
考
成
に
よ
る
庭
分
を
回
避
す
る
た
め
に
榔
移
が
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
説
明
が
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
考
成
で
定
め
ら
れ
た
規
則
通
り
に
、
州
牒
に
針
し
銭
糧
催
牧
を
最
し
く
促
す
方
針
を
取
る
一
方
で
、
こ
れ
を
那
移
行

矯
の
よ
う
な
制
度
外
的
要
素
を
通
じ
て
補
完
し
、
制
度
を
全
睦
で
柔
軟
に
運
管
す
る
睦
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
貼
を
明
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ

る
。
清
代
官
僚
制
の
運
用
に
合
理
性
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
黙
に
存
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

(

刊

は

)

考
成
法
の
適
用
は
あ
ら
ゆ
る
公
務
に
及
ん
で
い
っ
た
。
考
成
の
浸
透
を
軸
に
、
行
政
案
件
遂
行
の
問
題
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
清
代

官
僚
制
下
の
制
度
的
要
素
と
制
度
外
的
要
素
の
結
合
と
い
う
嗣
賄
が
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
、
多
方
面
に
わ
た
り
新
た
な
展
望
を
聞
い
て
ゆ

く
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
後
も
こ
う
し
た
↓
嗣
貼
か
ら
、
清
代
官
僚
制
の
運
用
盟
系
の
解
明
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

+工(
1
)

宮
崎
一
市
「
清
初
に
お
け
る
官
僚
の
考
成
|
|
清
初
財
政
史
の
一

的
(
一
)
|
|
」
(
『
釧
路
論
集
』
第
三
援
、
一
九
七
O
年
)
を
先
駆

と
す
る
、
従
来
の
研
究
は
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
黙
を
強
調
し
て
い
る
。

(
2
)

榔
移
行
震
を
主
た
る
テ
l

マ
に
取
り
上
げ
た
近
刊
の
論
稿
と
し
て
、

谷
井
俊
仁
「
清
朝
原
額
主
義
財
政
の
論
理
」
(
岩
井
茂
樹
編
『
中
国

近
世
の
秩
序
形
成
』
、
京
都
大
息
子
人
文
科
息
子
研
究
所
、
二

O
O
四
年
)
、

山
名
弘
史
「
動
項
に
つ
い
て
」
(
『
法
政
史
的
学
』
第
一
立
三
抜
、
一
九
九

九
年
)
、
「
蔚
空
に
つ
い
て
|
|
動
項
補
論
|
|
」
(
『
法
政
史
的
学
』
第

六
一
抜
、
二

O
O
四
年
)
が
あ
る
。

(
3
)
谷
井
氏
前
掲
註

(
2
)
論
稿
、
第
四
二
二
頁
、
山
名
氏
前
掲
註

(
2
)

一
九
九
九
年
論
稿
、
第
九
一

O
頁
を
参
照
。

(
4
)

こ
う
し
た
考
成
法
の
理
解
は
、
川
石
井
茂
樹
「
明
末
の
集
権
と
治
法

主
義
|
|
考
成
法
の
ゆ
く
え
|
|
」
(
『
和
田
博
徳
教
授
古
稀
記
念
明

清
時
代
の
法
と
枇
曾
』
、
汲
古
書
院
、

い
る
。

(
5
)

た
と
え
ば
、
谷
井
陽
子
「
明
朝
官
僚
の
徴
税
責
任
|
|
考
成
法
の

再
検
討
|
|
」
(
「
史
林
』
第
八
五
巻
第
一
一
一
競
、
二

O
O
二
年
)
は
、

明
代
の
考
成
法
に
は
抜
け
這
が
多
い
と
し
て
、
そ
の
賓
効
性
に
一
貫

し
て
低
い
評
債
を
輿
え
る
一
方
で
、
清
代
に
入
る
と
一
縛
し
て
、
考

成
を
巌
格
に
賓
行
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
強
ま
る
と
い
う
見
通
し
を

一
不
し
、
そ
こ
か
ら
明
清
王
朝
交
代
に
お
け
る
断
績
面
を
論
じ
て
い
る
。

(
6
)
谷
井
氏
前
掲
註

(
2
)
論
稿
は
、
那
移
は
不
正
行
筋
で
あ
る
が
組

織
運
比
呂
の
経
済
原
則
に
遁
っ
て
い
る
の
で
止
ま
な
か
っ
た
と
し
(
第

四
二

O
頁
)
、
山
名
氏
前
掲
註
(
2
)
一
九
九
九
年
論
稿
は
、
場
合

に
よ
っ
て
は
庭
罰
の
針
象
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
(
第
一
一
百
ハ
)

0

(
7
)

谷
井
氏
前
掲
註

(
2
)
論
稿
第
四
二

O
頁
を
参
照
。

一
九
九
三
年
)
に
依
探
し
て
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(
8
)

拙
稿
「
清
初
地
方
官
の
考
課
制
度
と
そ
の
饗
化
|
|
考
成
と
大
計

を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
『
史
林
』
第
八
五
省
第
六
波
、
二

O
O
二

年
)
の
中
で
、
車
恵
媛
氏
の
論
稿
車
恵
媛
「
清
代
斗
想
忍
司
有
斗

清
官
論
斗
忍
柑
|
|
康
照
年
間
前
中
T
A
L
E
Z
τ

位

O
E
-
-」

(
『
歴
史
的
学
報
」
第
一
七
二
輯
、
二

O
O
一
年
)
を
誤
解
し
て
引
用

し
て
い
た
箇
所
が
あ
る
の
で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
氏
の
論
稿
は
、

清
廉
さ
が
人
事
考
課
に
お
い
て
栴
揚
さ
れ
る
経
過
と
そ
れ
が
形
骸
化

す
る
傾
向
の
雨
面
を
強
調
し
、
ま
た
、
考
成
法
が
銭
糧
徴
牧
の
み
な

ら
ず
あ
ら
ゆ
る
公
務
に
及
ん
で
い
っ
た
黙
を
提
起
さ
れ
て
い
た
。
前

稿
に
は
、
ほ
か
に
も
先
行
研
究
の
注
記
、
史
料
の
引
用
に
も
誤
り
が

散
見
さ
れ
る
の
で
、
今
後
こ
れ
ら
を
含
め
機
舎
を
得
て
修
訂
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

(
9
)

岩
井
茂
樹
「
正
額
財
政
の
集
権
構
造
と
そ
の
嬰
質
」
(
初
出
、
一

九
八
三
年
。
『
中
園
近
世
財
政
史
の
研
究
』
、
京
都
大
島
ナ
向
学
術
山
版
舎
、

二
O
O
四
年
に
牧
録
)
第
八
六
頁
を
参
照
。

(
日
)
宮
崎
氏
前
掲
註

(
1
)
論
稿
、
第
四
九
頁
を
参
照
。

(
日
)
『
治
安
文
献
」
巻
一
、
銭
糧
部
、
公
徴
、
江
西
巡
撫
薬
士
英
、
留

降
調
印
官
徴
糧
牌
。
業
己
特
疏
題
請
、
各
求
克
調
、
留
任
追
完
前
欠
、

以
枚
桑
仏
側
、
統
候
命
下
定
奪
。
但
地
方
不
能
一
日
鉄
正
官
、
銭
糧
不

能
一
日
無
徴
解
。

(
ロ
)
拙
稿
「
清
初
地
方
官
の
考
課
制
度
と
そ
の
饗
化
|
|
考
成
と
大
計

を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
『
史
林
』
第
八
五
虫
色
第
六
援
、
二

O
O
二

年
)
、
第
三
八
頁
を
参
照
。

(
日
)
『
集
政
備
考
」
戸
例
巻
一
、
考
成
、
戸
兵
二
部
原
定
考
核
。

(
比
)
『
集
政
備
考
」
戸
例
巻
一
、
考
成
、
礎
工
二
部
原
定
考
核
。

371 

」

(
日
)
「
集
政
備
考
』
戸
例
巻
一
、
考
成
、
銭
糧
蹄
併
戸
部
。
科
臣
呉
園

龍
係
議
銭
糧
宜
婦
章
一
一
款
内
稽
、
議
符
、
銭
糧
今
何
照
前
各
部
料

理
、
款
項
繁
雑
、
難
以
稽
査
、
而
榔
用
生
寸
弊
倍
増
。

(
日
)
州
燃
は
銭
糧
の
未
完
が
五
分
以
上
に
至
れ
ば
直
ち
に
革
職
と
し
、

ま
た
、
未
完
が
一
分
未
満
で
あ
っ
て
も
罰
俸
一
年
の
上
に
陸
任
・
異

動
を
停
止
し
て
、
督
催
に
首
た
る
義
務
を
課
す
と
い
う
よ
う
に
、
考

成
で
課
せ
ら
れ
る
銭
糧
徴
収
の
負
捨
が
大
き
く
引
き
上
げ
ら
れ
る
も

の
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
氏
前
掲
註

(
1
)
論
稿
、
第
五

O

五
一
頁
に
詳
し
い
。

(
口
)
同
前
掲
註
(
日
)

0

(
凶
)
も
ち
ろ
ん
、
官
僚
た
る
者
の
心
構
え
を
説
く
官
簸
書
で
あ
る
か
ら
、

那
移
を
行
、
つ
よ
う
に
勧
め
た
り
は
せ
ず
逆
に
戒
め
る
も
の
に
な
っ
て

い
る
が
、
現
昔
、
の
話
は
別
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
第
二
章
に

お
い
て
述
べ
る
。

(
日
)
宮
崎
氏
前
掲
註
(
1
)
論
稿
、
第
-
立
一
頁
を
参
照
。

(
鈎
)
宮
崎
氏
前
掲
註
(
1
)
論
稿
、
第
五
二
頁
を
参
照
。

(
幻
)
「
集
政
備
考
』
戸
例
省
一
、
考
成
、
帯
徴
覆
参
年
限
。

(
包
)
「
集
政
備
考
』
戸
例
省
一
、
考
成
、
帯
徴
覆
参
年
限
。

(
お
)
「
六
部
則
例
全
書
』
六
部
↑
挺
分
巻
二
、
戸
部
産
分
、
考
成
、
接
徴

限
-
問
。
康
問
…
三
十
四
年
四
月
、
戸
部
等
佐
川
接
徴
考
成
等
事
。
舎
議
江

督
沼
一
疏
、
査
定
例
、
接
徴
・
接
催
官
員
欠
不
及
一
八
刀
年
限
内
不
全

完
者
、
降
一
級
留
任
、
再
限
一
年
督
催
、
如
又
不
完
、
照
所
降
調
用
。

原
欠
一
分
年
限
内
不
全
完
者
、
降
三
級
調
用
、
照
欠
数
遁
加
。
今
若

以
前
官
積
欠
銭
糧
接
徴
・
接
催
官
員
庭
分
之
例
更
改
、
則
接
徴
・
接

催
官
員
督
催
不
力
亦
未
可
定
、
且
定
例
進
行
年
久
、
庭
将
接
徴
・
接

十
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催
官
員
復
参
時
改
鋳
降
級
留
任
之
慮
、
無
庸
議
。

(
弘
)
『
康
照
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
葉
編
』
第
一
冊
、
康
照
四
四
年
五
月
、

江
寧
巡
撫
宋
壁
、
奏
潟
請
将
銭
糧
分
別
経
徴
接
徴
考
成
摺
。
窃
臣
属

蘇
・
松
・
常
・
鎖
四
府
属
、
額
賦
繁
重
、
地
丁
・
漕
項
歳
有
尾
欠
。

州
豚
官
到
任
、
有
経
徴
本
任
新
徴
、
又
有
接
徴
前
官
官
告
欠
、
在
新
糧

易
於
徴
輪
、
而
蓄
欠
難
於
催
地
耐

0

定
例
、
不
分
経
徴
・
接
徴
、
以
到

任
矯
始
、
初
参
一
二
分
以
上
者
、
年
限
不
完
、
降
級
調
用
。
是
以
州

豚
到
任
不
過
雨
年
、
邸
干
降
調
。
臣
査
、
州
豚
係
親
民
之
官
、
必
在

任
年
久
、
習
知
地
方
利
弊
、
庶
諸
事
可
以
整
頓
、
積
欠
可
以
清
腰

O

A
I
降
革
接
腫
、
正
署
迭
更
、
政
多
荷
且
、
糧
愈
難
清
。
臣
再
四
国
維
、

請
於
州
豚
官
到
任
後
、
査
其
経
徴
本
任
現
年
銭
糧
知
欠
一
二
分
者
、

の
磨
間
…
例
降
調
、
其
接
徴
奮
欠
亦
従
重
慮
分
外
、
伯
経
徴
本
任
現
年

銭
糧
己
完
九
分
以
上
所
欠
不
過
幾
厘
、
則
本
官
催
科
不
筋
無
術
。
其

接
徴
前
官
奮
欠
、
年
限
不
完
、
原
非
本
官
怠
緩
、
准
再
出
降
級
留
任
、

則
各
官
の
勉
思
奮
、
新
糧
必
致
設
法
多
完
、
奮
欠
亦
可
徐
園
清
稗
、

園
計
民
生
、
均
有
枠
盆
。
伏
聖
慈
品
川
鑑
、
蘇
松
等
慮
、
週
輿
糧
軽
州

牒
不
問
、
恩
賜
破
格
合
允
、
除
別
疏
具
題
外
、
臣
謹
具
摺
再
行
奏
問
。

(
お
)
こ
の
宋
筆
の
奏
摺
は
、
康
照
帝
か
ら
も
賛
意
を
得
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

『
康
照
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
葉
編
』
第
一
冊
、
康
問
山
四
四
年
七
月
、

江
寧
巡
撫
宋
壁
、
謝
思
給
頒
賜
並
報
雨
水
情
形
摺
。
臣
所
且
ハ
請
寛
接

徴
考
成
一
摺
、
奉
己
円
、
這
説
得
是
、
且
ハ
題
来
奏
、
欽
此
。

(
お
)
『
例
案
全
集
」
巻
九
、
倉
庫
上
、
牧
糧
達
限
、
蘇
松
常
鎮
四
府
属

接
徴
銭
糧
参
罰
。
九
卿
曾
議
初
、
査
、
州
豚
官
員
、
本
任
経
徴
銭
糧

完
九
八
刀
、
接
徴
奮
欠
銭
糧
一
小
論
徴
完
多
寡
、
概
准
降
級
官
任
、
克
其

」

調
用
、
則
接
徴
官
員
無
所
忌
憧
、
終
節
年
未
完
地
丁
・
漕
項
銭
糧
不

力
催
徴
、
(
中
略
)
、
陸
将
該
撫
等
所
題
州
際
官
員
経
徴
銭
糧
完
至
九

八
刀
、
奮
欠
銭
糧
不
論
多
寡
、
概
准
売
主
(
降
調
之
慮
、
母
容
議
。
至
該

撫
等
航
所
稽
蘇
州
生
寸
四
府
同
局
、
賦
税
繁
重
、
倶
有
抱
欠
、
州
豚
官
員

到
任
、
未
経
雨
年
即
催
降
革
、
等
語
、
感
終
州
豚
官
員
、
本
任
経
徴

毎
年
地
丁
・
漕
項
銭
糧
、
如
子
奏
錆
時
完
至
九
分
以
上
者
、
主
(
接
徴

未
完
奮
欠
銭
糧
、
年
限
復
参
降
級
調
用
之
例
、
改
翁
降
級
留
任
、
再

限
一
年
催
徴
、
如
何
不
完
、
照
伊
所
降
之
級
制
用
。
至
蘇
州
等
四
府

督
催
各
官
、
亦
照
此
例
議
慮
。
侯
ム
叩
下
之
日
、
載
入
定
例
、
逢
行
可

也
。
康
県
四
十
四
年
八
月
十
八
日
、
奉
旨
、
依
議
。

(
幻
)
「
新
輯
仕
準
大
乗
』
巻
四
、
王
一
冗
践
、
申
出
版
解
給
。
授
厭
所
由
、

大
約
一
一
勝
有
起
淫
之
数
、
有
存
向
田
之
銀
。
其
起
運
者
、
倶
係
京
庫
本

折
・
部
寺
銭
糧
、
解
司
葉
解
、
最
一
筋
喫
緊
。
其
存
留
者
、
除
給
兵
制

外
、
悉
属
俸
農
工
食
・
雑
項
支
費
、
倶
由
本
豚
閉
鎖
、
較
之
起
、
運
之

銀
、
少
潟
差
緩
。

(
お
)
清
代
の
宣
緩
童
日
は
多
く
が
、
銭
糧
を
急
項
と
緩
項
に
分
け
て
扱
う

よ
う
に
説
い
て
お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
は
、
前
註
(
幻
)
の
『
新

輯
仕
向
島
干
大
采
」
か
ら
の
引
用
を
参
照
。

ま
た
、
康
照
一

O
年
(
一
六
七
一
)
に
は
、
銭
糧
上
供
額
の
溌
給

を
優
先
し
、
存
情
費
目
の
催
徴
・
支
給
は
後
回
し
に
す
べ
し
と
す
る

規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(
『
康
照
大
清
合
典
』
者
二
回
、
徴
牧
。

(
康
配
…
)
十
年
、
又
題
准
、
令
布
政
司
先
提
催
解
京
款
項
、
次
及
兵

銅
・
協
鋼
、
其
飴
存
向
田
季
冬
催
徴
援
給
)

0

(
鈎
)
「
未
信
編
」
巻
二
、
銭
穀
下
、
運
解
。
凡
起
解
銭
糧
、
大
約
不
外

部
司
府
舗
、
而
皆
有
緩
急
。
緩
者
急
之
、
則
急
者
不
得
不
緩
。
先
要

十
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明
其
款
項
、
知
其
後
先
。
如
兵
鯛
急
失
。
要
知
協
銅
念
於
存
向
田
、
以

協
銅
路
遠
、
存
留
本
省
也
。
部
課
急
失
。
要
知
織
這
念
於
河
工
、
以

河
工
須
年
終
奏
鈎
、
而
織
造
四
月
買
総
也
。

(
鈎
)
『
未
信
編
」
巻
二
、
銭
穀
下
、
放
給
。
存
留
緩
於
起
濯
、
人
所
知

也
。
存
留
中
亦
有
解
款
。
是
又
存
向
田
中
之
起
運
、
緩
中
之
急
実
。

(
但
)
谷
井
陽
子
氏
前
掲
註

(
5
)
論
稿
に
、
州
豚
は
起
運
分
の
徴
牧
を

心
が
け
る
一
方
で
、
存
留
分
に
欠
損
が
出
て
も
気
に
か
け
な
い
と
い

う
黙
の
指
摘
が
あ
り
(
第
五
九
頁
)
、
ま
た
、
火
口
井
俊
仁
氏
前
掲
註

(
2
)
論
稿
に
は
、
州
牒
は
緊
急
の
出
費
の
必
要
か
ら
別
項
目
か
ら

費
用
の
捻
出
を
行
わ
ざ
る
を
何
な
く
な
っ
て
い
た
貼
に
つ
い
て
指
摘

が
あ
る
(
第
四
二
一
頁
)

0

(
犯
)
『
大
清
律
輯
註
』
戸
律
、
那
移
山
納
、
律
文
。
凡
各
街
門
牧
支
銭

糧
生
寸
物
、
巳
有
文
案
以
備
照
勘
合
、
以
行
移
典
守
者
、
白
合
依
奉
出

納
。
若
監
臨
主
守
不
正
牧
正
支
、
如
不
依
丈
案
勘
合
、
郷
移
山
納
、

還
充
官
用
者
、
井
計
所
榔
移
臓
、
準
監
守
白
盗
論
。
罪
止
丈
一
百
流

三
千
里
。

(
お
)
岩
井
茂
樹
「
一
候
鞭
法
後
の
径
役
問
題
」
(
初
出
、
一
九
九
四
年
。

『
中
国
近
世
財
政
史
の
研
究
』
、
京
都
大
凶
宣
学
術
山
川
版
舎
、
二

0
0

四
年
に
収
録
)
第
四
二
一
O
|
四
五
O
頁
を
参
照
。

(
担
)
『
閲
世
編
」
巻
六
、
賦
税
。
本
朝
順
治
二
年
五
月
下
江
南
、
詔
本

年
漕
白
侠
銀
、
照
奮
額
重
徴
十
分
之
五
、
一
時
人
心
翁
然
向
風
。
其

後
裁
不
急
之
費
、
減
可
緩
之
税
、
節
可
緩
之
用
、
(
中
略
)
其
如
不

急
之
費
裁
去
、
則
額
編
者
皆
高
不
可
己
、
高
不
可
緩
之
需
、
有
司
榔

緩
済
急
之
方
自
駒
山
矢
o

(
お
)
『
康
照
大
清
命
日
典
』
巻
二
五
、
戸
部
九
、
賦
役
二
、
考
成
。
(
康

373 

」

照
九
年
)
又
題
准
、
(
中
略
)
其
存
留
銭
糧
、
因
公
榔
用
者
、
克
議
。

(
お
)
「
六
部
則
例
全
書
』
六
部
慮
分
、
各
二
、
戸
部
庭
八
刀
、
徴
解
、
榔

移
銭
糧
欽
定
庭
分
。

(
幻
)
「
聖
岨
一
貫
録
』
康
照
二
一
二
年
三
月
発
西
係
。

(
お
)
「
六
部
則
例
全
書
』
六
部
虎
分
、
巻
二
、
戸
部
庭
八
刀
、
考
成
、
存

留
銭
程
未
完
。
九
卿
A
胃
議
、
戸
部
疏
稽
、
歴
年
直
隷
各
省
存
留
及
裁

充
兵
鯛
井
支
銀
雨
、
或
有
蹄
入
起
運
敷
内
題
報
、
或
有
円
力
行
題
報
以

雑
項
銭
糧
例
慮
分
者
、
或
苔
報
並
無
考
成
者
、
倶
各
瓦
具
。
嗣
後
、

廃
将
存
留
項
下
在
本
省
支
用
井
支
剰
者
、
不
作
分
数
起
運
疏
内
法
珊

奏
鎖
。

(
ぬ
)
「
本
朝
則
例
類
編
』
戸
部
巻
下
、
侵
那
担
報
、
郷
移
銭
糧
五
千
雨

倉
糧
六
千
石
。
直
撫
李
題
、
官
員
蔚
空
銭
糧
榔
移
之
罪
、
律
例
難
有

正
係
、
但
止
擬
流
准
徒
、
而
本
案
革
職
者
、
例
得
克
罪
、
遇
恩
赦
熱

審
、
又
得
寛
減
等
。
犯
法
軽
易
、
致
無
顧
忌
。
嗣
後
、
廃
将
榔
移
之

官
、
如
其
数
止

T
Uの
照
現
例
擬
外
、
郷
移
銀
至
-
立

T
雨
以
卜
、
或

八
居
糧
及
穀
折
米
六
千
石
以
上
、
無
論
己
未
草
職
、
の
殻
満
流
不
准
折

眠
、
不
得
以
雑
犯
准
徒
完
結
、
運
思
赦
熱
審
、
亦
工
小
准
減
克
、
庶
人

知
畏
法
而
庫
賊
加
謹
、
等
語
。
奉
旨
、
這
事
情
着
照
該
撫
所
請
行
。

(
紛
)
「
例
案
合
集
』
巻
九
、
倉
庫
上
、
虚
出
通
関
株
紗
、
議
社
蔚
空
銭

糧
新
例
。
其
現
任
州
豚
蔚
空
銭
糧
、
果
係
国
公
榔
周
防
空
有
肉
者
、

該
督
撫
子
初
参
疏
内
整
明
縁
故
、
将
本
官
革
職
留
任
、
勅
限
賠
補
。

少
者
限
一
年
、
多
者
限
二
年
・
三
年
、
限
内
全
完
准
其
開
復
、
限
内

不
完
革
職
治
罪
。

な
お
、
清
朝
各
時
期
に
お
け
る
蔚
空
庭
理
の
傾
向
は
、
羅
正
時
代

に
つ
い
て
は
岩
見
宏
「
羅
正
財
政
史
の
一
面
|
|
銭
糧
の
防
空
と
そ

十
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の
庭
理
|
|
」
(
『
研
究
』
史
的
学
編
、
第
一
六
競
、
一
九
瓦
八
年
)
、

道
光
・
成
豊
時
代
に
つ
い
て
は
谷
井
陽
子
「
道
光
・
成
男
期
外
省
に

お
け
る
財
務
基
調
の
愛
化
|
|
張
集
馨
の
生
涯
を
軸
に
|
|
」
(
『
束

洋
史
研
究
』
第
四
七
巻
第
四
抜
、
一
九
八
九
年
)
を
参
照
。

(
但
)
『
准
正
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
柔
編
』
第
一
珊
、
嘉
正
元
年
二
月
二

O

円
、
吏
科
学
印
給
事
中
崖
致
遠
、
奏
陳
京
官
陸
補
鐙
政
管
見
摺
。
臣

査
、
各
省
防
空
案
内
、
有
因
緊
急
軍
需
那
用
、
謂
之
有
抵
蔚
室
、
議

以
十
年
俸
工
賠
還
、
官
不
得
陸
。
犬
段
稽
軍
需
、
即
係
朝
廷
之
急
務
。

罪
況
達
誤
軍
需
、
邸
首
軍
法
治
。
今
以
朝
廷
之
銭
糧
、
廃
朝
廷
之
急

務
、
又
以
十
年
俸
工
還
項
。
此
其
官
又
何
罪
而
使
之
十
年
不
陸
乎
。

(
必
)
『
縫
正
朝
漢
文
珠
批
奏
摺
葉
編
』
第
一
冊
、
落
正
一
花
年
二
月
一
四

円
、
庚
束
逗
監
察
御
史
須
洲
、
奏
陳
宜
救
大
臣
歳
翠
京
官
等
事
摺
。

臣
愚
以
潟
、
銭
糧
事
件
、
除
本
官
有
侵
蝕
舛
錯
、
谷
無
可
設
者
、
照

例
停
隊
轄
外
、
若
銭
糧
呆
係
民
欠
、
肉
公
榔
用
、
而
文
案
明
白
、
有

項
可
抵
者
、
事
件
難
未
完
結
、
而
遅
延
有
因
、
非
力
所
及
者
、
の
令

其
陸
韓
、
則
循
良
皆
知
白
奮
。

(
必
)
『
明
清
槍
案
」
第
五
二
冊
、

A
五
二
五
回
、
羅
正
一

O
年
六
月

二
日
、
署
蘇
州
巡
撫
笛
世
臣
、
掲
報
嘉
正
九
年
地
丁
等
項
銭
糧
並

徴
完
欠
職
名
。

(
叫
)
『
明
清
檎
案
」
第
五
二
冊
、

A
五
二
五
回
、
第
一
九
二

O
頁。

な
お
、
漕
糧
は
別
に
奏
錆
珊
を
呈
上
す
る
の
で
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
縫
正
九
年
以
前
の
年
度
の
帯
徴
分
の
銭
糧
も
こ
こ

に
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
節
に
お
い
て
検
討
さ

れ
る
の
は
、
州
豚
が
賓
際
に
催
徴
に
嘗
た
っ
た
銭
糧
の
一
部
に
限
ら

れ
る
。

」

(
必
)
「
明
清
棺
案
』
第
五
二
冊
、

A
五
二
五
回
、
第
二
一
二
三
六
頁
。

(
必
)
「
明
清
槍
案
』
第
五
二
冊
、

A
五
二
五
回
、
第
三
六
四
五
頁
。

(
U
)

表
で
は
、
姓
名
の
記
載
さ
れ
た
知
州
・
知
燃
を
試
用
も
合
め
す
べ

て
数
え
上
げ
て
い
る
(
知
府
・
同
知
・
際
丞
な
ど
他
の
官
が
署
理
を

し
た
場
合
を
除
く
)
o

ま
た
、
一
年
間
に
数
人
交
代
し
た
場
合
で
も

全
員
の
人
数
を
数
え
て
い
る
た
め
、
表
中
の
知
州
・
知
豚
の
数
は
、

州
市
脚
の
賓
数
を
大
き
く
卜
回
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

(
必
)
「
六
部
則
例
全
書
』
六
部
慮
分
、
を
二
、
戸
部
庭
八
刀
、
考
成
、
地

丁
銭
糧
初
参
。

(
刊
日
)
「
六
部
則
例
全
書
』
六
部
虎
分
、
巻
二
、
戸
部
庭
八
刀
、
考
成
、
不

作
分
数
銭
糧
。

(
日
)
「
皇
清
奏
議
』
巻
五
、
張
玉
浩
、
請
除
積
弊
疏
。
一
口
、
預
徴
。

臣
笈
仕
所
令
、
凡
開
徴
銭
糧
、
必
於
秋
成
十
月
之
後
、
濁
三
呉
向
有

預
徴
名
色
。
毎
於
一
二
四
月
間
、
先
比
米
歳
候
銀
、
新
穀
未
登
、
追
呼

己
至
。

(
日
)
富
山
L
ー己
2
5
N巾
-EJ
同」マ」
-
h
A
h
d
h
N
ミ
号
ぱ
同
J
b
氏
。
同
む
き
さ
~
札
N
S
h

判
。
ミ
~
~
耐
久
ミ
ヨ
吉
岡
N
h
b
h
S
N
H
b
(
U
S
H
号
、
(
り
と
お
h
(
u
b
N
S
余

白

E

2
5々
え
の
任
問
D
E
E
H
J
O
印印ゆ巴∞
P
3

印

C
E
董
建
中
諜

『
州
際
官
的
銀
爾
|
|
一
八
世
紀
中
図
的
合
理
化
財
政
改
革
』
(
中

国
人
民
大
島
ナ
出
版
祉
、
二

O
O
五
年
)
、
第
四
六
四
八
頁
を
参
照
。

(
臼
)
『
潅
正
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
葉
編
』
第
六
班
、
嘉
正
三
年
九
月
五
日
、

江
蘇
巡
撫
張
格
、
酌
誇
徴
輪
積
欠
銭
糧
摺
。

(
日
)
「
羅
正
朝
漢
文
珠
批
奏
摺
葉
編
』
第
六
冊
、
嘉
正
三
年
九
月
五
日
、

江
蘇
巡
撫
張
橋
、
酌
誇
徴
輪
積
欠
銭
糧
摺
。

(
日
)
「
明
清
槍
案
』
第
五

O
冊、

A
五
O

四
九
、
嘉
正
九
年
二
一
月

十
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一一一一

H
、
漕
運
総
督
性
桂
、
掲
報
前
曾
被
参
係
官
欠
銀
全
完
請
准
開

復
、
第
二
自
ハ

0

(
日
)
嘉
正
六
年
(
一
七
二
八
)
か
ら
、
江
南
地
方
で
は
銭
糧
防
空
の
清

査
が
大
規
模
に
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
岩
見
宏

「
嘉
正
年
間
の
民
欠
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
第
一
八
巻
第
一
一
一

娘
、
一
九
五
九
年
)
、

N
己
戸
O

古
口
7
3
N
N
O
N
E
(
中
文
認
、

第
二
O
六
二
四
六
頁
)
、
山
本
英
史
「
嘉
正
紳
衿
抗
糧
底
分
考
」

(
『
中
園
近
代
史
研
究
』
第
七
競
、
一
九
九
二
年
)
に
詳
し
い
。
江

南
清
査
が
賓
施
さ
れ
て
い
る
期
間
、
康
問
…
五
一
年
(
一
七
三
マ
以

来
の
積
欠
の
催
納
は
い
っ
た
ん
猫
橡
さ
れ
(
『
世
宗
賓
録
』
嘉
正
六

年
一
一
月
内
子
係
、
羅
正
七
年
四
月
辛
卯
篠
)
、
羅
正
八
年
(
一
七

一
一
一
O
)
九
月
の
終
結
後
に
、
帯
徴
の
再
開
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
(
『
明
清
棺
案
』
第
五
O
冊
、

A
五
O
四
九
、
第
四
頁
)

0

(
日
)
『
明
清
槍
案
」
第
五
O
冊
、

A
五
O
四
九
、
第
一
一
一
頁
。

(
日
)
『
明
清
槍
案
」
第
五
O
冊
、

A
五
O
四
九
、
第
一
一
一
頁
。

(
隠
)
『
明
清
桔
案
」
第
五
O
所
、

A
五
O
四
九
、
第
三
頁
。

(
印
)
『
明
清
槍
案
」
第
五
O
冊
、

A
五
O
|
四
九
、
第
三
頁
。

(ω)
『
明
清
槍
案
」
第
五
O
冊
、

A
五
O
四
九
、
第
四
頁
。

(
日
)
『
明
清
槍
案
」
第
五
O
如
、

A
五
O
|
四
九
、
第
四
頁
。

(
臼
)
『
明
清
檎
案
」
第
五
O
冊
、

A
五
O
四
九
、
第
四
五
頁
。

(
臼
)
『
明
清
檎
案
」
第
五
二
冊
、

A
五
二
|
五
四
、
第
三
四
頁
。

(
似
)
『
明
清
棺
案
」
第
五
O
冊
、

A
五
O
四
九
、
第
二
頁
。

(
日
)
『
明
清
槍
案
」
第
五
二
冊
、

A
五
二
|
五
回
、
第
三
二
・
三
七
・

四
一
頁
。

(
侃
)
『
皇
制
経
世
文
編
』
巻
一
五
、
吏
政
一
、
吏
論
上
、
閤
若
球
、
守

375 

」

令
。
夫
現
任
之
銭
穀
無
論
己
、
而
併
前
官
之
所
通
、
典
前
官
之
前
之

所
遁
、
而
併
李
於
一
人
。
是
以
一
人
川
粂
数
人
之
責
也
。
抑
今
歳
之

銭
穀
無
論
己
、
而
併
累
年
之
所
欠
、
奥
来
年
之
所
預
借
、
而
併
徴
於

一
時
。
日
疋
以
一
時
而
乗
数
年
之
事
也
。

(
訂
)
「
嘉
慶
松
江
府
志
』
省
二
一
、
田
賦
志
、
田
賦
下
。
康
照
卜
四
年

以
来
、
存
留
銭
糧
蓋
裁
充
錦
、
而
亦
完
額
止
九
分
以
外
。
是
向
之
梢

寛
於
存
留
者
、
今
則
急
公
並
輪
会
。

(
叩
叩
)
「
本
朝
績
増
則
例
類
編
』
戸
部
巻
上
、
腐
空
泡
欄
侵
那
担
報
、
榔

解
銭
糧
里
民
承
認
未
完
売
議
。
史
部
議
、
按
陳
撫
顎
疏
稿
、
指
陸
澄

城
豚
知
豚
今
夏
時
等
任
内
、
因
十
九
・
二
十
両
年
奏
鈎
勝
二
十
一
・
二

十
二
雨
年
銭
糧
那
解
。
署
印
牒
不
謹
憲
、
未
一
経
査
出
。
新
任
知
豚
張

承
哲
、
常
受
交
代
之
時
、
因
有
民
具
結
承
認
各
年
未
完
可
様
、
故
以

都
移
題
点
昔
。
委
非
侵
欺
、
取
具
該
豚
印
結
、
具
題
前
来
。
査
該
撫
就

稽
、
委
非
侵
欺
、
里
民
承
認
未
完
、
現
在
在
徴
比
、
感
無
庸
議
。
感

将
未
完
銀
雨
、
作
速
迫
完
補
還
報
部
、
可
也
。

(ω)
「
羅
正
朝
漢
文
珠
批
奏
摺
葉
編
』
第
一
入
所
、
羅
正
八
年
六
月
三

目
、
一
噛
建
纏
督
人
口
同
其
悼
、
奏
報
淳
州
知
府
楊
一
正
官
筏
並
読
暫
緩
参

庭
生
寸
事
摺
。
臣
細
査
、
此
事
楊
一
正
於
六
年
奏
鈴
之
時
、
抜
各
民
完

納
賓
数
造
報
在
前
、
災
兎
部
文
行
到
在
後
、
而
所
蔵
出
六
年
民
欠
之

数
、
己
全
数
先
経
冶
一
入
七
年
項
下
、
賓
無
侵
隠
情
弊
。
惟
是
欲
顧
考

成
、
輔
押
鞍
拍
抵
塾
解
、
不
行
詳
明
、
以
致
年
款
不
清
之
慮
、
是
賓
、

理
合
題
参
、
不
慮
寛
貸
。
但
該
守
緋
事
向
係
歴
練
之
員
、
人
材
難
符
。

臣
謹
仰
懇
皇
上
天
思
、
将
楊
一
正
暫
賞
留
津
州
府
任
。

(
刊
)
「
清
代
官
員
履
歴
槍
案
全
編
』
第
一
冊
、
第
一
六
三
頁
。
楊
一
正

の
履
歴
片
の
右
上
に
、
薬
正
七
年
(
一
七
二
一
O
)
一
O
月
の
湾
州
府
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L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

376 

知
府
就
任
、
お
よ
び
「
革
」
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

(
九
)
『
一
瑞
恵
全
書
」
巻
一
二
二
、
陸
遷
部
、
清
銭
糧
。
任
内
銭
穀
、
毎
年

有
奏
錆
清
冊
、
然
解
支
款
一
項
、
不
無
移
換
就
急
、
支
透
暫
那
、
以
致

従
前
奏
珊
逐
項
雌
清
、
而
節
次
通
盤
狛
多
未
楚
。

一
慮
、
陸
轄
の
折
に
は
過
去
の
榔
移
を
事
前
に
清
算
し
て
お
き
、

無
用
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
こ
と
が
建
前
と
さ
れ
て
は
い
る
(
『
一
脂

志
全
書
』
者
三
二
、
陸
、
護
部
、
清
銭
糧
。
須
終
所
移
之
項
在
民
欠
者

催
完
補
孔
、
透
那
之
数
在
官
役
者
追
補
還
倉
、
必
起
解
僚
候
如
額
、

段
無
宅
忽
之
遺
、
存
留
款
款
皆
清
、
亦
無
多
寡
之
謬
、
不
惟
全
任
内

経
手
之
考
成
、
即
可
作
離
任
交
盤
之
定
案
)

0

(η)
新
任
の
州
牒
官
に
よ
る
騎
空
の
引
き
線
、
き
が
慣
行
化
し
て
い
た
黙

は
、
谷
井
氏
前
掲
註
(
川
町
)
論
稿
、
第
一
四
八
一
四
九
頁
に
指
摘

が
あ
る
。
榔
移
行
筋
の
引
継
ぎ
に
つ
い
て
は
、
山
名
氏
前
掲
註

(
2
)
二

0
0
四
年
論
稿
、
第
一
一

O
頁
、
及
び
以
下
に
引
く
『
未

信
編
』
の
記
事
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
未
信
編
」
虫
色
一
、
銭
穀
上
、
交
盤
。
其
未
完
之
額
、
賓
将
民
欠

抵
補
、
民
欠
有
甲
年
乙
年
之
不
同
、
宜
於
交
迭
民
欠
珊
内
、
註
明
甲

曾
那
銀
塾
乙
、
今
将
乙
欠
還
甲
、
民
鉄
果
員
、
新
官
代
潟
徴
補
、
亦

所
難
辞
。
上
司
開
之
、
亦
易
以
情
稗
聾
解
。
若
民
欠
原
無
賓
係
侵
蝕
、

白
骨
回
霊
力
補
救
、
嫡
縫
其
欠
。

(
日
)
車
窓
媛
「
清
代
斗
想
忍
朴
討
「
斗
清
官
論
司
、
利
」
オ
|
|
康
照
年

間
前
半
金
吾
川
ロ
O
一
豆
|
|
」
(
『
歴
史
的
学
報
』
第
一
七
二
輯
、
二

0
0
一
年
)
第
二

O
一

二

O
二
頁
を
参
照
。

[
附
記
]
土
居
智
典
氏
も
「
清
代
財
政
監
査
制
度
の
研
究
|
|
交
代
制
度

を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史
皐
研
究
』
第
二
四
七
競
、
二

O
O
五
年
)
に

お
い
て
、
榔
款
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
氏
の
論
稿
を
知
っ
た
の
が

入
稿
後
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
成
果
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

護
者
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
、
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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substantial essence, he demonstrated, on the one hand, concrete examples of

good to the people of Tongcheng, and, on the other hand, deepened his belief that

good and pattern transcended any fixed definition. Furthermore, he had scholarly

exchanges with the members of the Donglin School **tiJR, and he had

recognized the existence of human as good. However, his recognition did not

extend past a rudimentary level. After Feng Xuejian died in Wanli 43, his son

Feng Dazhen JJ*~i and Dazhen's friend Wu Yingbin *JJ!~ constructed a body

of thought, built from where Xuejian had thought left off. Wu Yingbin was also the

father of the wife of Fang Kongzhao JJ::FL1:B, the heir of Dazhen. Wu Yingbin

authored Zong yisheng lun *~~~~ and therein thoroughly argued the concept of

egolessness ~~ and considered the uniqueness of the individual things that

comprise the organic unity of all things M~m~tl. According to Wu, the real state

of an individual thing is manifest after increasingly profound levels of self-denial.

After the Tianqi era, Feng Dazhen revised his thought on the basis of his

interpretation of the hexagram of the fellowship with a person rPJ A!r in Yi jingo

While aim of his philosophy continued to be based on that of the Wanli era, he

arrived at a new understanding that the real state of an individual thing could be

apprehended through the path of precise analysis of external phenomena. This

perspective differed from that of Feng Xuejian and Wu Yingbin in that it was

focused on external phenomena. However, for him the act of following this path

itself was nothing other than the actualizing the real state of an individual thing. In

this sense, his understanding of the simultaneous interrelationship of the internal

and the external was completed. The thought of Feng Kongzhao and his eldest

son, Feng Yizhi JJm~ was formed by an even more precise consideration of the

thought of the Feng clan of scholars.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHIFTING OF FUNDS AND

EXAMINATION OF ADMINISTRATIVE RESULTS UNDER

THE BUREAUCRATIC SYSTEM OF THE QING

ONO Tatsuya

The examination of administrative results, kaocheng ~JVG, was strengthened

during the Qing dynasty, and the duty to collect tax not only for the current year

but also the uncollected portion of the previous year's tax revenue was imposed

on local districts, and thus tended to create a greater burden on the district

4-
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magistrates ~DJt*. However, on the other hand, it should be pointed out that with

the strengthening of the kaocheng, there was a proliferation of the practice of

shifting of funds, nuoyi fJJl)l$. As regards the relationship between the shifting of

funds and the kaocheng, it is well known that the practice of nuoyi was frequently

employed in order to avoid punishment resulting from the examination of

administrative results, as has often been pointed out in the past. However, when

the relationship between the practice of shifting funds and the examination of

administrative result is viewed from the point of view of operation of the system,

one cannot help but wonder whether such an explanation is sufficient to grasp the

issue.

While the Qing dynasty used the strict regulations of the kaocheng as

leverage in promoting the collection of taxes in regions on the one hand, once can

see a move to operate the system more flexibly at the level of the magistrates.

Using the problems of in what fashion the kaocheng was adopted by the

magistrates in the process of application of punishment stipulated in the kaocheng

and how the burden of carrying out their administrative duties over time, I trace

the development of its actual state from the aspects of the laws concerning the

kaocheng and its operation.

With the strengthening of the kaocheng, the problem of the necessity of

replacing great numbers of magistrates, due to their failure to complete the

collection of taxes, became a great social problem in local regions during the Qing

dynasty. In this situation, the combination of the nuoyi became one solution in the

in operating the kaocheng. On the basis of this, I have made clear that the practice

of the shifting funds served a role in the movement to solve these administrative

problems flexibly, and I have taken it from a positive perspective, re-visioning its

roles in the context of administrative operations. Furthermore, as a result of an

analysis of the arguments on the character of the kaocheng and of nuoyi and the

annual accounting books from the Yongzheng era, I have evaluated positively the

complementary positions of the kaocheng and nuoyi that each occupied for the

magistrates in carrying out their administrative duties. Through mutual relationship

of the kaocheng and the practice of nuoyi, the government of the Qing dynasty

found a method of solving and adjusting these problems. In other words, by the

practice of shifting funds, magistrates could divert current year's tax revenues to

make up for the shortfall of past years, and were able to meet urgent demands for

payment from superiors and fulfill the present needs. If magistrates could limit the

punishment for noncollection of the current year's taxes to a moderate level, the

structure of the office of magistrates would be maintained and it became possible

-5-

II Ii



JI~j¥:~;PJfJ'E *~+lZ9~ *-% 2005· 09 .=:tJ:
~I ~ IL

to sustain everyday operations. The bureaucratic system of the Qing dynasty

maintained a rationalism that allowed it to realize its administrative aims by the

ingenious method of incorporating elements from outside the official system.

-6-
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